
特定健診受診率向上専門委員会

（平成 26 年度）

平 成 26 年 度 調 査 研 究 報 告 書

広島県地域保健対策協議会 特定健診受診率向上専門委員会

委 員 長　木原　康樹

Ⅰ．　は　じ　め　に

　本委員会は，広島県市町国保における特定健診受
診率が平成 21 年に全国最下位となったことを受け，
平成 24 年に広島県地域医療対策協議会に設置され
た。市町医師会責任者，地方公共団体行政担当者，
学識経験者により本会議を構成し（資料 1），その下
に実務を司るワーキンググループ（WG）を設置す
ることにより（資料 2），受診率向上のための具体策
の提案とその実行準備を試みてきた。本年度は 7月
23 日にWG，3月 16 日に本会議を開催し，各市町で
の進捗状況を共有するとともに，地域の実情に沿っ
た改善策の遂行に努めた。その結果として受診率向
上率においては全国都道府県で第 3位と改善の方向
性を示しつつあるが，受診率自体は未だ全国最下位
を脱出できていないのが現状である。1つの施策の
みで顕著な改善は期待し難く，行政と医師会とが一

体となってさまざまな手法を組み合わせてゆくこと
が必要であることで委員の意見は一致しているが，
それが効果を現しつつある市町とそうでない市町と
がある。福山市や呉市などでは複合的な対策が成果
を挙げつつある一方，大きな人口を擁する広島市に
おいては進捗が緩徐である。以下に本年度の報告を
記載する。

 ₁．平成 ₂₆ 年 ₇ 月 ₂₃ 日受診率向上WG

　広島医師会館 6階第一会議室
　【要旨】
　今年度の各市町の取組について委員から現状や課題
を報告いただいた。また，前回WGで決定した会員
向けアンケート調査結果について意見交換し，行政・
医師会それぞれで取り組む方策について協議した。
　【報告・協議】
　昨年のWGに続き，今年度第 1回目のWGを開催
した。WGには昨年度から引き続き広島市・呉市・

資料 ₁　地対協　特定健診受診率向上専門委員会

氏　　名 施　　設　　名

◎ 木原　康樹 広島大学大学院医歯薬保健学研究院循環器内科学　教授
荒田　寿彦 大竹市医師会会長
吉川　　仁 佐伯地区医師会理事
木村　辰也 広島県国民健康保険団体連合会総務部保健事業課課長
桑原　正雄 広島県医師会副会長
菅田　　巌 安芸地区医師会会長
田中　純子 広島大学大学院医歯薬保健学研究院疫学・疾病制御学　教授
田辺　靖昌 福山市保健福祉局保健部成人健診課長
土屋　隆宏 福山市医師会会長
豊田　秀三 広島県医師会副会長
中西　敏夫 広島県医師会常任理事
檜谷　義美 広島県医師会副会長
布施　淳一 広島県健康福祉局健康対策課長
政岡　　修 大竹市健康福祉部社会健康課長
松田　尚美 広島市健康福祉局保健部保健医療課保健指導担当課長
松村　　誠 広島市医師会会長
村田　克己 廿日市市福祉保健部健康推進課　課長
頼島　　敬 安佐医師会　理事

◎…委員長，○…担当理事
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資料 ₂　地対協　特定健診受診率向上 ＷＧ

氏　　名 施　　設　　名

◎ 木原　康樹 広島大学大学院医歯薬保健学研究院循環器内科学　教授
越智　公則 呉市医師会　理事
島　　秀行 広島市医師会　理事
田辺　靖昌 福山市保健福祉局保健部成人健診課　課長
豊田　秀三 広島県医師会　副会長
西岡　智司 福山市医師会　理事
原垣内清治 呉市福祉保健部保険年金課長
檜谷　義美 広島県医師会　副会長
布施　淳一 広島県健康福祉局健康対策課長
松田　尚美 広島市健康福祉局保健部保健医療課保健指導担当課長

○ 中西　敏夫 広島県医師会　常任理事
大谷　博正 広島県医師会　常任理事

◎…委員長，○…担当理事 

福山市の行政担当者，医師会の担当理事に委員とし
て参画いただいた。中西敏夫担当理事の進行により
開会し，WG長の広島大学医学部長の木原康樹教授
の開会挨拶の後，報告・協議に入った。
1）広島県市町国保の特定健診等実施状況について
　昨年の会議では平成 23 年度の受診率までの確定情
報しか出ていなかったため，その後発表された平成
24 年度の受診率について広島県から報告があった。
広島県の市町国保受診率は 21.9％で 4年連続最下位
となっている。県内で最も受診率が高いのは神石高
原町の 48.7％，最も低いのは広島市の 15.1％であっ
た。各都道府県別市町国保の受診率の伸び幅を見る
と広島は，全国 3番目の伸びとなっているが，平成

24 年度が制度開始から 1期 5年が終了する年で，他
都道府県でも殆ど受診率がプラスに変化しているた
め依然として最下位である。出席の委員からは，広
島近郊の県は受診率が芳しくないので地域性も関係
しているのではないか，との意見や，受診率の低さ
は医療費の高さと相関関係があるのではないか，な
どの意見があった（図 1～5）。
2）平成 26 年度市町国保特定健診実施体制について
　続いて，今年度の各市町国保の実施体制・取組状
況について報告があった。今年度から無料化や自己
負担の引き下げを行ったのは，9市町で，がん検診
との同実施は全 23 市町で行われている。また，治療
中の者の情報提供（みなし健診）を行っているのは

図 ₁　平成 24 年度都道府県別市町国保特定健診受診率
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図 ₂　都道府県別市町国保特定健診受診率・伸び幅（H23－24 年度）

図 ₃　平成 24 年度年齢階層別市町国保特定健診受診率

図 ₄　市町別特定健診実施率の推移
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12 市町で，健診項目の追加を行っているのが 20 市
町であった。WG委員として参画いただいている広
島市・呉市・福山市からそれぞれ現状について報告
いただいた。特に，広島市では昨年度医師会からの
重点要望に特定健診の受診率向上が挙げられたため，
今年度から自己負担を 500 円に引き下げ，マスコミ
などで PRを行っている。加えて，市民意識が低い
ことから，健診サポ－ターを地域の団体の協力によ
り養成し，口コミ活動をお願いする予定であること
が報告された。広島市医師会からは，受診率引き上
げのために積極的に考えていきたいので，可能であ
れば今後の無料化を望む旨発言があった。呉市では，
治療中の者の情報提供に関する広報を過去受診歴が
ある市民を中心に行ったところ，反響がありみなし
受診が増加したことが報告された。また，福山市で
は，無料化や検査項目の追加などで平成 24 年度には
前年度より 7.7％増加の 23.8％まで受診率を引き上
げたが，平成 25 年度には少しマイナスに転じたこと
が報告された。受診率を一時的に引き上げることよ
りも，継続して高い水準を保つことが困難であると
報告された。また呉市・福山市両医師会からは，な
ぜ健診を受けなければならないのかという必要性に

理解が乏しいこと，個別の医療機関でも受診可能な
ことが周知不足であることとの指摘があった。また，
病院にかかっていない人をどうピックアップするか
が最大の課題であるとした。
（資料 3①，②後掲）
3）アンケート調査結果について
　前回WGでの協議の結果，なぜ受診率が低迷して
いるかという原因を解明するため，広島市・呉市・
福山市・廿日市市・大竹市の特定健診実施医療機関
を対象に医師会員を対象としたアンケートを実施す
ることとなり，今回その調査結果について報告が
あった。回収率は 1,051 件中 531 件で 50.3％，対象
のそれぞれの市から約半数の回答があった。全体と
して，会員が特定健診の必要性に懐疑的であること，
健診の認知度が低く広報が不足している，健診その
ものの検査項目が少なく魅力がないという意見が多
かった。健診の事務や請求が煩雑という意見も多く
見られたため，その点を改善することができれば受
診率が上がるのかどうかを議論した。現状では制度
開始以来，改善できる点はすでに変更されており，
今後改善の余地があるかどうかを引き続き検討する
こととした。また，広報の問題については，木原
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図 ₅　平成 24 年度特定健診受診率の状況
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WG長より自由記載欄に，「健診そのものが不要」と
いう意見も複数見られ，医師会の先生方の理解がい
ただけていないのではないか，という問題提起がさ
れた。出席委員からは：
・普段診ている患者については，健康管理はかかり
つけ医がしているので，健診をわざわざ受ける必
要がないと思っている人が多いのではないか
・メタボへの認識が低いことは無いが，自分の問題
として認識していないのではないか
・健診が健康寿命の延伸につながるかどうかが疑問
に思う
などの意見がでたため，木原WG長から，行政だけ
が頑張って解決する問題ではないため，医師会の先
生方にも協力していただきたいとコメントがあった。
　今後は，①健診の事務・請求などの煩雑さを解消
し，負担を少なく簡素化するためにはどうするか，
②医師会の先生方にどのように健診の意義を理解し
ていただくか，を中心にWGとしての方策を検討す
ることとした。加えて，各医師会には，引き続き市
町と調整をし，両輪となって検討していただきたい
旨，要望があった。また，医師向けの広報として，
健診の重要性を医師会速報などで周知する，地区医
師会など要望があれば，県内の成果などを発表する
講師を派遣する，市民公開講座やラッピング電車な
ど一般向けの広報についても検討することとした。
当日オブザーバ参加の大谷博正常任理事からは，代
議員会でも特定健診に関する質問が提出されている
ので，今回のWGの意見やアンケートの結果も踏ま
え，近日中に市郡地区医師会特定健診担当理事連絡
協議会を開催する旨，報告があった。
（資料 4，5，資料 6後掲）

 ₂．平成 ₂₇ 年 ₃ 月 ₁₆ 日，特定健診受診率向上専
門委員会

　ホテルグランヴィア広島 3階「安芸」
　【要旨】
　平成 21 年度以来最下位の特定健診受診率の向上を
目的に平成 25 年度より本委員会を設置している。今
回は，WGやアンケート結果内容を報告し，広島県
の現状や県や各市町の取組を確認した上で，今後の
方向性について意見交換を行った。
　【報告・協議】
　同委員会は，連続して最下位となっている特定健
診の市町国保受診率を向上させるために，平成 25 年
度より設置されている。今回は，設置年限のまとめ

となる会議を開催した。前回から福山市医師会，佐
伯地区医師会，廿日市市からの委員の交代があった。
冒頭，木原委員長より，厚生労働省がホームページ
上にて公開している第二期医療費適正化計画に関す
る都道府県担当者説明会資料（平成 24 年 8月 6日開
催）の資料を用いて，特定保健指導の介入によりメ
タボリックシンドローム減少効果が示されているこ
とや，メタボリックシンドローム該当者・予備軍の
方が非該当者に比べ年間平均医療点数が高いこと，
特定健診実施率が高い市町村国保ほど前期高齢者 1
人あたり医療費が低い傾向があることを説明した。
国策として，特定健診を進めて行っている以上，医
療費の適正化のみならず，県民の疾病予防や健康増
進に寄与することが医療関係者に課せられた義務で
あることを念頭に置いていただきたいとの発言の後，
報告・協議に入った。
1）受診率向上WG・アンケート調査結果について
　平成 25 年 8 月 28 日に開催された第 1回目の委員
会において，WGを設置し医師会員を対象としたア
ンケートなどを実施することが了承された。WG委
員には，広島市・呉市・福山市の医師会・行政に参
画いただき，平成 25 年 12 月と平成 26 年 7 月にWG

を開催した。WGでは，広島市・呉市・福山市・廿
日市市・大竹市に住所のある特定健診の集合契約へ
の参加医療機関，1051 医療機関を対象としたアン
ケートを実施した結果，健診項目の魅力が不足して
いることや，事務や契約が煩雑であるなどの懸念点
が指摘されたとともに，「健診そのものが不要」とい
う意見も複数見られ，医師会の先生方の理解がいた
だけていないのではないかが一番の課題であるとの
結果が出ていると報告された。
　2）市郡地区医師会特定健診担当理事連絡協議会に

ついて
　続いて，大谷博正常任理事より，昨年 11 月 5日に
開催した標記協議会の報告を行った。協議会では，①
広島県の特定健診実施状況や，②県地対協での取組
状況，③平成 27 年度の集合契約金額，④治療中の方
の情報提供について意見交換を行った。大谷常任理
事より，県医師会としても，治療中の情報提供の集
合契約化を含め，医療機関が特定健診を実施しやす
い体制作りも含めて今後検討するとの発言があった。
（資料 7後掲）
3）広島県市町国保の特定健診等実施状況について
　続いて広島県健康対策課平成 25 年度の市町国保特
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定健診受診率の速報値が資料により示され，5年連
続最下位となることが報告された。また，一人あた
り医療費と受診率の相関関係が示されたが，平成 24
年度の受診率結果では医療費と受診率の相関関係は
見られなかった。委員長より，平成 24 年度の集計で
は相関関係は出ていなかったが，特定健診の受診が
すべてではないにしろ，将来的には保険者などへ何
らかのペナルティが発生する可能性もある，将来的
なことを考えると，今のうちに対策はやはり講じる
必要はあるとの発言があった（図 6，7）。
4）市町国保の特定健診受診結果について
　健康日本 21 に基づき，特定健診のデータ分析を行
うことで，それぞれの具体的な課題を解消する取組
を実施し，健康格差の縮小や健康増進を目指してい
る。広島県では，各市町国保の特定健診データを 2
次医療圏別に集計し，リスク別保有率を資料により
示した。広島県では，それぞれの保有リスクについ
て地域性を含めて分析し，対策について検討してい
る。今後も同データは市町国保保険者が分析し，リ
スク別割合と生活習慣質問表をクロスさせ，保健指
導や保健事業に活用し，経年変化を見ていく予定。
5）今後の受診率向上の方策について
　広島県健康対策課より，今年度の市町国保特定健
診実施体制，治療中の情報提供受領，特定健診受診
率向上のためのモニタリング結果を資料により示し

た。治療中の情報提供受領については，市町国保担
当者を対象とした調査にて，実施協力に難色を示す
医療機関があるとの意見や，共通単価で広島県医師
会と国保連を通じて集合契約を希望する意見が出て
いるとの報告があった。また，昨年 8月から新たに
モニタリングを開始し，各市町保険者を実施率にて
区分した上で，特定健診受診者数や取組状況を定期
的に報告することとし，段階評価やその理由，対策
などについて分析を行っていることが報告された
（図 8，9）。続いて各市と医師会それぞれの取組状況
について意見交換を行った。出席者から出た主な意
見は以下の通り：
（広島市）
・今年度はワンコイン健診をはじめたが，思ったほ
ど受診率は伸びていないが，昨年度よりは上昇し
ている。
・8月の土砂災害で受診者が減っている。
（広島市医師会）
・市長要望を経てワンコインを実現したがあまり効
果が伸びていないのが残念。医療機関にかかって
いない人の掘り起こしが今後の課題ではないか。

（安佐医師会）
・日曜日の集団検診実施の増加やがん検診とのコラ
ボについても今後検討していきたい。
・地区の一部では過疎や高齢化が進み，検診会場を

図 ₆　平成 24 年度都道府県別市町国保　入院外＋調剤 1人当たり実績医療費
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図 ₈

図 ₇　受診率・入院外＋調剤 1人当たり医療費地域差指数（年齢補正後）
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閉鎖せざるを得ないところもあるので，そういっ
たところへの対策も検討していく必要がある。

（福山市）
・2012 年から自己負担無料化し，受診率が伸びたが
2013 年は伸び悩んでしまった。原因は不明だが隔
年受診が多いような印象がある。今後はいかにリ
ピーターを増やしていくかが検討課題となる。
2014 年の受診率は 2012 年を上回る予定。

（福山市医師会）
・電話作戦や受診券忘れへの対応など，受診対象者
へのフォローが黃を奏している。今後はもっとリ
ピーターを増やすように努力したい。
・会員の認識についても向上させていきたい。
（廿日市市）
・着実に受診率が伸びてきている。公衆衛生推進協議
会との連携や商工会とのタイアップなど，行って
いる。また，地域を主体として取組を進めるため
に，地域コミュニティへの協力も呼びかけている。

（佐伯地区医師会）
・個別検診が増え，集団検診が減少しているため，

恐らく同じ対象者を個別と集合で取り合っている
状況ではないか。今後は医療機関に受診しない人
への呼びかけをいかに行うかが重要となる。

（大竹市医師会）
・検診項目の追加を行い受診率は伸びてきている。
廿日市同様，受診しない人の掘り起こしが今後の
課題だと考えている。

（大竹市）
・自己負担を無料にしたことが受診率向上に繋がって
いるとは思えないが，医師会の先生方が受診勧奨
しやすくなったとの意見はきく。今年度より大腸
がんと肝がん検査を動じ実施するようにしたとこ
ろ，受診者が予想以上に増加している。がん検診
とのセット受診は医療機関からも受診勧奨がしや
すく，毎年の受診を呼びかけやすいと好評である。
　木原委員長より，色々な対策を組み合わせて行政
と医師会が一緒に取り組んでいるところは受診率が
向上している様に思われる。委員会としての結論を
出すには時期尚早ではあるが，今後の方針も含めて
まだ検討が必要であると考えている，との意見が

図 ₉
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あった。終わりに中西敏夫常任理事が，今後市町の
事業は地域包括ケアが大きな軸となっていく中で，
市町機能が少ないところは受診率の低下も懸念され
るため，広島県のバックアップを期待する，と述べ
た。また，豊田秀三副会長より，各市町で実施の政
策をこれまで以上に強力に続けていただきたいし，
医師会の先生方にも引き続きの協力をお願いしたい，
と述べ，閉会した。
（資料 8後掲）

Ⅱ．　ま　　と　　め

　本委員会の本年の活動を総括した。記述のごとく

一定の成果はあるものの，広島県の市町国保特定健
診は未だ全国最下位を脱するにはほど遠い現状にあ
る。広島県医療関係者の総意を挙げて事態を挽回す
る必要がある。とりわけ人口の多い都市部地域の医
師会と行政との連携をさらに改善することがなけれ
ば，目標の達成は困難であると考える。また医師の
中に根強い「そもそも論」に対しても，EBMの啓発
を進めて克服してゆくべきであろう。本委員会活動
の焦点をさらに鮮鋭にしてゆく必要を感じている。
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★被爆者健診

との同時実施 積極的支援

40－64歳 65－74歳 40－64歳 65－74歳 受診者負担 40－64歳 65－74歳 40－64歳

一般 500 500

※軽減対象 0 0

一般 500 500

※軽減対象 0 0

一般 1,000 1,000

※軽減対象 0 0

一般 1,000 1,000

※軽減対象 0 0

一般 500 500

※軽減対象 0 0

一般

※軽減対象

一般

※軽減対象

一般

※軽減対象

一般

※軽減対象

一般

※軽減対象

一般

※軽減対象

一般

※軽減対象

一般 1,500 800

※軽減対象 500 500

一般 1,500 800

※軽減対象 500 500

一般 1,300 1,300

※軽減対象 0 0

一般 1,300 1,300

※軽減対象 0 0

市町名 区分

特定健診（円） 特定保健指導（円）

※受診者負担額の軽減対象者
軽減対象者の

事前申請について
基本的な項目 詳細な項目 動機付け支援

70歳以上の人又は市民税非課税世帯に属している人は無料
事前申請は必要ないが、70歳以上であること又は
市民税非課税世帯であることの証明書が必要

集団
0 0 0 0 0

個別
（集合契約B）

0 0 0 0

0 70歳以上の人又は市民税非課税世帯に属している人は無料
事前申請は必要ないが、70歳以上であること又は
市民税非課税世帯であることの証明書が必要

呉市

個別
（集合契約B）

0 0 負担なし 0 0

広島市

3,000

0 0

市民税非課税世帯の者

事前申請の必要なし
※ただし、年度途中に市民税非課税世帯にかわっ
た場合は、事前申請が必要

集団
（集合契約B以外）

0 0 負担なし 0 0 3,000 市民税非課税世帯の者

事前申請の必要なし
※ただし、年度途中に市民税非課税世帯にかわっ
た場合は、事前申請が必要

竹原市

個別
（集合契約B）

0 0 0 0 0 - -

集団
0 0 0 0 0 - -

三原市

個別
（集合契約B）

0 0 0 0 0 0

集団
（集合契約B以外）

0 0 0 0 0 0

0 0 0

尾道市

個別
（集合契約B）

0 0 0 0

集団
（集合契約B以外）

0 0 0 0 0 0 0

福山市

個別
（集合契約B）

0 0 負担なし 0 0 0

集団
（集合契約B以外）

0 0 負担なし 0 0 0

集団
（集合契約B以外）

0 0 受診券の金額 0 0

個別
（集合契約B）

0 0 受診券の金額 0

0

三次市

個別
（集合契約B）

0 0 500 500

府中市

1,000

0 0

平成２７年３月末日年齢４０歳及び７０歳以上，市民税非課税世帯，身体障
害者・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方，生活保護世帯の
方

事前申請は不要だが,各証明書及び手帳を健診当
日持参のこと

集団
（集合契約B以外）

0 0 500 500 1,000
平成２７年３月末日年齢４０歳及び７０歳以上，市民税非課税世帯，身体障
害者・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方，生活保護世帯の
方

事前申請は不要だが,各証明書及び手帳を健診当
日持参のこと

0 0

0

0 0

0 0

負担なし

上段：一般，下段：受診者負担額の軽減対象者

【平成２６年度特定健診・特定保健指導の自己負担額】

0 0

0

資料 3②

★被爆者健診

との同時実施 積極的支援

40－64歳 65－74歳 40－64歳 65－74歳 受診者負担 40－64歳 65－74歳 40－64歳

市町名 区分

特定健診（円） 特定保健指導（円）

※受診者負担額の軽減対象者
軽減対象者の

事前申請について
基本的な項目 詳細な項目 動機付け支援

一般 1,000 1,000

※軽減対象 500 500

一般 1,000 1,000

※軽減対象 500 500

一般

※軽減対象

一般

※軽減対象

一般 1,000 1,000

※軽減対象 0 0

一般 1,000 1,000

※軽減対象 0 0

一般 1,000 1,000

※軽減対象 0 0

一般 1,000 1,000

※軽減対象 0 0

一般 1,000 1,000

※軽減対象

一般 1,000 1,000

※軽減対象 あり あり

一般

※軽減対象

一般

※軽減対象

一般

※軽減対象

一般

※軽減対象

一般

※軽減対象

一般

※軽減対象

庄原市

個別
（集合契約B）

市民税非課税世帯は、半額免除
生活保護世帯は、全額免除

事前申請が必要

集団
（集合契約B以外）

市民税非課税世帯は、半額免除
生活保護世帯は、全額免除

事前申請が必要

0

0
2200円
または
5000円

0 0 0 0

個別
（集合契約B）

0 0 0

2200円
または
5000円

府中町

個別
（集合契約B）

0 0 0 0 0

大竹市

0 平成２６年度町県民税非課税世帯の人 事前申請必要

集団
（集合契約B以外）

0 0 0 0 0 0 平成２６年度町県民税非課税世帯の人 事前申請必要

集団
（集合契約B以外）

海田町

個別
（集合契約B）

0 0 0 0 0 0 平成25年度町県民税非課税世帯 事前申請必要なし

集団 0 0 0 0 0 平成25年度町県民税非課税世帯 事前申請必要なし

熊野町

個別
（集合契約B）

集団
①平成２７年３月３１日現在７０歳以上の人、②生活保護法による被保護世
帯に属する人で被保護証明を提出した人、③町民税非課税世帯に属する人
で町民税非課税世帯台帳記載事項証明書（平成２５年度分）を提出した人

②③については、健診日までに書類を準備し健診
会場に持参。

0 2,000

集団
（集合契約B以外）

0 0 ー 0 0

個別
（集合契約B）

0 0 0 ー0

0

0

0 0

江田島市

個別
（集合契約B）

0 0 0 0

坂町

0

ー ー

必要なし

集団
（集合契約B以外）

0 0 0 0 0 全対象者 必要なし

廿日市市

個別
（集合契約B）

0 0 0 0 0

集団
（集合契約B以外）

0 0 0 0 0

0

0 0

全対象者

0

0

0

0

0 0 2,000

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0
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★被爆者健診

との同時実施 積極的支援

40－64歳 65－74歳 40－64歳 65－74歳 受診者負担 40－64歳 65－74歳 40－64歳

市町名 区分

特定健診（円） 特定保健指導（円）

※受診者負担額の軽減対象者
軽減対象者の

事前申請について
基本的な項目 詳細な項目 動機付け支援

一般 1,000 1,000

※軽減対象

一般 1,000 1,000

※軽減対象

一般 1,000 1,000

※軽減対象

一般 1,000 1,000

※軽減対象

一般 0 0

※軽減対象 0 0

一般 0 0

※軽減対象 0 0

一般 0 0

※軽減対象 0 0

一般 0 0

※軽減対象 0 0

一般 0 0

※軽減対象

一般 0 0

※軽減対象

一般 500 500

※軽減対象 生活保護 生活保護

一般 500 500

※軽減対象 生活保護 生活保護

一般 1,200 1,200

※軽減対象

一般

※軽減対象

安芸太田町

個別
（集合契約B）

0 0 0 0 0 2,000

北広島町

個別
（集合契約B）

0 0 0

集団
0 0 0 0 2,000

0 0

集団
（集合契約B以外）

0 0

なし

集団
0 0 0 0 0

0

個別
（集合契約B）

0 0 0 0

東広島市

個別
（集合契約B）

0 0 0 0 0 0

0

安芸高田市

集団
0 0 0 0 0 0

大崎上島町

個別
（集合契約B）

0 0 0 0 0

集団
（集合契約B以

外）
0 0 0 0 0

神石高原町

個別
（集合契約B）

○ ○ ○ ○

0 0

集団
（集合契約B以外）

0 0 0 0

世羅町

個別
（集合契約B）

0 0 0

集団

0 生活保護世帯

なし

0 0

○

無

生活保護世帯 無

なし

なし
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資
料
　
4

【
問

合
せ

・
ご

提
出

先
】

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 広

島
県

地
域

保
健

対
策

協
議

会
事

務
局

 

（
広

島
県

医
師

会
地

域
医

療
課

内
）

 

 
〒

7
3
3
-
8
5
4
0
 

広
島

市
西

区
観

音
本

町
1
-
1
-
1
 

 
T
EL
：

0
8
2-
2
3
2
-7
2
11
 
 
F
A

X
：0

8
2
-2

9
3
-3

3
6
3
 

広
島

県
医

師
会

会
員

（
特

定
健

診
等

実
施

機
関

）
各

位
  

特
定

健
診

に
関

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
へ

の
ご

協
力

に
つ

い
て

 
 

広
島
県
地
域
保
健
対
策
協
議
会
  
 
 
 

会
 
長
 
 
平
 
松
 
恵
 
一
 

同
特
定
健
診
受
診
率
向
上
専
門
委
員
会
 

委
員
長
 
 
木
 
原
 
康
 
樹
  

平
素
よ
り
本
会
諸
事
業
に
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
広
島
県
に
お
け
る
市
町
国
保
の
特
定
健
診
受

診
率
は
ご
存
じ
の
通
り
４
年
連
続
全
国
最
下
位
と
低
迷
し
て
お
り
ま
す
。
当
委
員
会
で
は
特
定
健
診
の
受
診
率
は
全
国
最
下
位
を

脱
出
す
る
べ
く
、
な
ぜ
受
診
率
が
低
迷
し
て
い
る
の
か
を
調
査
し
、
受
診
率
の
向
上
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
誠

に
恐
縮
で
す
が
、
本
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
2
月

1
4
日
(
金
)
ま
で
に

FA
X
に
て
広
島

県
医
師
会
地
域
医
療
課
（
FA

X
：
0
8
2
-
2
9
3
-
3
3
6
3
）

ま
で
ご
返
送
下
さ
い
。
 

な
お
、
調
査
結
果
は
、
当
委
員
会
に
お
け
る
検
討
資
料
と
す
る
ほ
か
必
要
に
応
じ
て
関
係
者
等
に
公
表
す
る
予
定
と
し
て
お
り
ま

す
。
（
集
計
結
果
の
公
表
で
あ
り
、
個
別
の
情
報
は
公
表
し
ま
せ
ん
の
で
、
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
等
を
お
寄
せ
下
さ
い
。
）
 

  以
下
、
該
当
す
る
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク
(□

)を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
 

 問
１
 ご

所
属
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
 

(１
) 

所
属
の
医
師
会
、
市
町
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
医
師
会
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市
・
町
 

  (
２
) 

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
に
つ
い
て
，
貴
機
関
が
委
託
を
受
け
て
い
る
項
目
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
 

□
 1
 
特
定
健
診
の
み
 
 
 
□
 2
 特

定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
 
 
 
 
□
 3
 特

定
保
健
指
導
の
み
 

 問
２
 特

定
健
診
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
 

（
１
）
特
定
健
診
を
実
施
し
て
困
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
当
て
は
ま
る
も
の
を
全
て
選
ん
で
下
さ
い
。
 

□
 1
 
契
約
・
事
務
等
が
煩
雑
で
あ
る
 
 
 
□
 2
 
診
療
業
務
と
の
両
立
が
大
変
で
あ
る
 

□
 3
 
検
査
項
目
が
少
な
い
 
 
 
 
 
 
 
□
 4
 
保
険
者
か
ら
の
健
診
に
関
す
る
情
報
提
供
が
少
な
い
 

□
 5
 
受
診
券
を
紛
失
し
て
い
る
者
が
多
い
 
□
 6
 
健
診
デ
ー
タ
の
電
子
化
が
煩
雑
で
あ
る
 

□
 7
 
そ
の
他
( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 （
２
) 

広
島
県
の
特
定
健
診
の
受
診
率
が
低
迷
し
て
い
る
理
由
は
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
。
 

当
て
は
ま
る
も
の
を
全
て
選
ん
で
下
さ
い
。
 

□
 1
 
健
診
自
己
負
担
金
が
高
い
た
め
 
 
 
 
 
□
 2
 
検
査
項
目
が
少
な
い
た
め
 

□
 3
 
治
療
中
の
患
者
が
対
象
に
な
る
た
め
 
 
 
□
 4
 
特
定
健
診
へ
の
関
心
が
少
な
い
た
め
 

□
 5
 
特
定
健
診
を
知
ら
な
い
も
の
が
多
い
た
め
 
□
 6
 
生
活
習
慣
病
に
関
す
る
理
解
が
低
い
た
め
 
 

□
 7
 
そ
の
他
( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

→
次

ペ
ー

ジ
へ

続
く
 

（
３
）
特
定
健
診
を
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
方
に
受
診
い
た
だ
く
た
め
に
は
何
が
効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
か
。
 

当
て
は
ま
る
も
の
を
全
て
選
ん
で
下
さ
い
。
 

□
 1
 健

診
項
目
を
も
っ
と
魅
力
的
な
も
の
に
す
る
 

 
 
具
体
的
な
検
査
項
目
が
あ
り
ま
し
た
ら
該
当
す
る
項
目
に
す
べ
て
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

□
 
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
 
 
□
 
尿
酸
 
 
□
Hb
A1
c 

 
□
貧
血
 
 
□
 
心
電
図
 
 
□
眼
底
検
査
 

□
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

□
 2
 自

己
負
担
を
安
く
す
る
、
も
し
く
は
無
料
化
に
す
る
 

□
 3
 普

段
の
診
察
で
行
っ
て
い
る
検
査
結
果
を
反
映
で
き
る
よ
う
に
す
る

(治
療
中
の
者
の
情
報
提
供
) 

□
 4
 医

療
機
関
窓
口
の
請
求
方
法
を
も
っ
と
簡
素
化
す
る
 

□
 5
 保

険
者
か
ら
の
受
診
勧
奨
を
も
っ
と
行
う
 

□
 6
 医

師
か
ら
か
か
り
つ
け
患
者
へ
の
受
診
勧
奨
を
も
っ
と
行
う
 

□
 7
 土

日
や
祝
日
、
夜
間
で
も
受
診
で
き
る
機
会
を
増
や
す
 

□
 8
 健

診
や
保
健
指
導
の
効
果
の
広
報
周
知
を
も
っ
と
行
う
 

□
 9
 地

区
医
師
会
と
市
町
・
保
険
者
等
で
特
定
健
診
等
に
つ
い
て
協
議
や
検
討
す
る
場
を
設
け
る
 

□
 1
0 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 質
問
は
以
上
で
す
。
そ
の
他
、
特
定
健
診
に
関
し
て
ご
意
見
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
自
由
に
お
書
き
く
だ
さ
い
。
 

           

ご
協

力
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た
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特
定
健
診
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

※
「

割
合

（
％

）
」

は
小

数
点

第
二

位
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

た
め

合
計

が
10

0％
に

な
ら

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
※

記
述

内
容

で
文

字
が

判
読

で
き

な
か

っ
た

箇
所

は
「

●
」

に
し

て
あ

り
ま

す

◆
回
収
状
況

配
布

件
数

回
収

件
数

回
収

率
（

％
）

1,
05

1
53

1
50

.5

問
1 

（
1）

所
属

の
医

師
会

区
分

件
数

割
合

（
％

）
安

芸
地

区
医

師
会

25
4.

7
安

佐
医

師
会

72
13

.6
呉

市
医

師
会

60
11

.3
広

島
県

医
師

会
42

7.
9

広
島

市
医

師
会

15
8

29
.8

佐
伯

地
区

医
師

会
28

5.
3

松
永

沼
隈

地
区

医
師

会
15

2.
8

深
安

地
区

医
師

会
12

2.
3

大
竹

市
医

師
会

7
1.

3
府

中
地

区
医

師
会

11
2.

1
福

山
市

医
師

会
67

12
.6

そ
の

他
医

師
会

15
2.

8
無

回
答

19
3.

6
無

効
回

答
0

0.
0

計
53

1
10

0.
1

問
1 

（
1）

所
属

の
市

町
区

分
件

数
割

合
（

％
）

海
田

1
0.

2
呉

市
71

13
.4

広
島

市
26

4
49

.7
三

原
市

1
0.

2
大

竹
市

8
1.

5
廿

日
市

市
27

5.
1

福
山

市
10

9
20

.5
無

回
答

50
9.

4
無

効
回

答
0

0.
0

計
53

1
10

0.
0

問
1 

（
2）

特
定

健
診

・
特

定
保

健
指

導
に

つ
い

て
、

貴
期

間
が

委
託

を
受

け
て

い
る

項
目

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

区
分

件
数

割
合

（
％

）
1　

特
定

健
診

の
み

46
2

87
.0

2　
特

定
健

診
・

特
定

保
健

指
導

58
10

.9
3　

特
定

保
健

指
導

の
み

2
0.

4
無

回
答

9
1.

7
無

効
回

答
0

0.
0

計
53

1
10

0.
0

資
料
　
5

問
2 

（
1）

特
定

健
診

を
実

施
し

て
困

っ
た

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
区

分
件

数
割

合
（

％
）

1　
契

約
・

事
務

等
が

煩
雑

で
あ

る
16

4
30

.9
2　

診
療

業
務

と
の

両
立

が
大

変
で

あ
る

11
4

21
.5

3　
検

査
項

目
が

少
な

い
24

0
45

.2
4　

保
険

者
か

ら
の

健
診

に
関

す
る

情
報

提
供

が
少

な
い

72
13

.6
5　

受
診

券
を

紛
失

し
て

い
る

者
が

多
い

96
18

.1
6　

健
診

デ
ー

タ
の

電
子

化
が

煩
雑

で
あ

る
89

16
.8

7　
そ

の
他

49
9.

2

問
2 

（
2）

広
島

県
の

特
定

健
診

の
受

診
率

が
低

迷
し

て
い

る
理

由
は

な
ん

だ
と

思
い

ま
す

か
。

区
分

件
数

割
合

（
％

）
1　

健
診

自
己

負
担

金
が

高
い

た
め

97
18

.3
2　

検
査

項
目

が
少

な
い

た
め

21
1

39
.7

3　
治

療
中

の
患

者
が

対
象

に
な

る
た

め
16

1
30

.3
4　

特
定

健
診

へ
の

関
心

が
少

な
い

た
め

40
1

75
.5

5　
特

定
健

診
を

知
ら

な
い

も
の

が
多

い
た

め
25

2
47

.5
6　

生
活

習
慣

病
に

関
す

る
理

解
が

低
い

た
め

20
2

38
.0

7　
そ

の
他

51
9.

6

問
2 

（
3）

特
定

健
診

を
も

っ
と

た
く

さ
ん

の
方

に
受

診
い

た
だ

く
た

め
に

は
何

が
効

果
的

だ
と

思
い

ま
す

か
。

区
分

件
数

割
合

（
％

）
1　

健
診

項
目

を
も

っ
と

魅
力

的
な

も
の

に
す

る
35

8
67

.4
2　

自
己

負
担

を
安

く
す

る
、

も
し

く
は

無
料

化
に

す
る

29
4

55
.4

3　
普

段
の

診
察

で
行

っ
て

い
る

検
査

結
果

を
反

映
で

き
る

よ
う

に
す

る
（

治
療

中
の

者
の

情
報

提
供

）
17

7
33

.3
4　

医
療

機
関

窓
口

の
請

求
方

法
を

も
っ

と
簡

素
化

す
る

18
1

34
.1

5　
保

険
者

か
ら

の
受

診
勧

奨
を

も
っ

と
行

う
19

2
36

.2
6　

医
師

か
ら

か
か

り
つ

け
患

者
へ

の
受

診
勧

奨
を

も
っ

と
行

う
69

13
.0

7　
土

日
や

祝
日

、
夜

間
で

も
受

診
で

き
る

機
会

を
増

や
す

71
13

.4
8　

健
診

や
保

健
指

導
の

効
果

の
広

報
周

知
を

も
っ

と
行

う
17

2
32

.4
9　

地
区

医
師

会
と

市
町

・
保

険
者

等
で

特
定

健
診

等
に

つ
い

て
協

議
や

検
討

す
る

場
を

設
け

る
40

7.
5

10
　

そ
の

他
32

6.
0

問
2 

（
3）

-1
 検

査
項

目
を

も
っ

と
魅

力
的

な
も

の
に

す
る

（
具

体
的

な
検

査
項

目
）

区
分

件
数

割
合

（
％

）
血

清
ク

レ
ア

チ
ニ

ン
21

9
41

.2
尿

酸
22

5
42

.4
H

bA
1c

23
9

45
.0

貧
血

23
6

44
.4

心
電

図
20

2
38

.0
眼

底
検

査
26

4.
9

そ
の

他
49

9.
2
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特
定
健
診
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

問
2 
（

1）
特
定
健
診
を
実
施
し
て
困
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
：

7 
そ
の
他

記
述
内
容

「
料
金
が
高
い
。
」
と
苦
情
が
あ
る

送
っ
て
こ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い

各
健
診
の
項
目
、
用
紙
を
統
一
し
て
欲
し
い

基
準
値
が
平
素
の
診
療
時
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
２
通
り
あ
る
の
で
判
定
に
迷
う
。

結
果
の
返
却
が
遅
い

現
在
開
始
し
た
ば
か
り
で
分
か
ら
な
い

健
診
項
目
が
追
加
に
な
っ
て
も
、
い
つ
も
通
り
健
診
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
血
液
検
査
を
医
師
会
に
提
出
し
て
も
追
加
項
目
だ
け
検
査
さ

れ
て
い
な
い
　
二
）
検
査
項
目
不
足
で
問
い
合
わ
せ
に
な
り
手
間
が
か
か
り
ま
す
。
→
自
動
的
に
追
加
検
査
を
し
て
ほ
し
い
。

高
齢
に
な
る
と
書
類
へ
の
書
き
込
み
を
い
や
が
る
人
が
い
る
。
（
見
え
な
い
、
書
け
な
い
、
理
解
で
き
な
い
）

市
町
に
よ
っ
て
項
目
や
自
己
負
担
が
違
う
の
で
煩
雑
で
あ
る

社
保
家
族
の
方
の
自
己
負
担
が
、
組
合
に
よ
っ
て
違
う

社
保
と
国
保
　
検
査
項
目
等
、
同
一
に
し
て
ほ
し
い

受
診
券
を
健
診
当
日
に
忘
れ
る
方
が
多
く
、
事
務
処
理
が
煩
雑
に
な
る
。

受
診
さ
れ
た
方
が
い
ま
せ
ん
。

受
診
者
か
ら
特
定
健
診
と
は
何
か
、
ど
こ
で
受
診
で
き
る
の
か
、
な
ど
と
よ
く
質
問
さ
れ
る
。

受
診
者
よ
り
、
「
貧
血
や
心
電
図
が
で
き
な
い
の
？
」
の
質
問
対
応

受
診
方
法
を
理
解
し
て
い
な
い
方
が
多
い

制
度
自
体
が
複
雑
で
す

前
年
実
施
さ
れ
て
い
て
も
結
果
票
を
持
参
さ
れ
て
な
い

治
療
中
の
方
で
、
特
定
健
診
と
医
療
保
険
の
両
方
は
困
る
。

手
帳
記
載
が
煩
雑
で
あ
る

電
子
化
は
業
者
に
依
頼
　
看
護
師
を
手
を
と
る
。
殆
ど
受
診
者
の
み

電
子
化
を
委
託
す
る
た
め
の
１
件
に
つ
き
５
０
０
円
コ
ス
ト
が
か
か
る

特
定
健
診
そ
の
も
の
の
受
診
に
対
し
て
の
メ
リ
ッ
ト
が
少
な
い
と
思
い
ま
す

特
定
健
診
の
患
者
が
来
院
し
た
こ
と
な
し

特
定
健
診
の
み
受
け
て
異
常
が
無
い
た
め
、
自
分
は
悪
い
と
こ
ろ
が
な
い
の
だ
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
が
い
る
。

内
科
医
が
常
駐
し
て
い
な
い

入
金
時
通
知
書
に
ど
の
患
者
様
の
も
の
か
不
明
な
た
め
、
名
前
も
書
い
て
あ
る
と
分
か
り
や
す
い
。

バ
リ
ウ
ム
を
希
望
さ
れ
る
。

腹
囲
測
定
に
意
義
を
感
じ
な
い

腹
囲
で
全
て
が
決
ま
る
こ
と
。
腹
囲
が
低
け
れ
ば
異
常
に
な
ら
な
い

福
山
市
は
心
電
図
を
必
須
に
し
た
た
め
時
間
と
テ
マ
が
か
か
る

不
要
と
思
っ
て
い
る

変
更
点
が
多
す
ぎ
る

来
院
者
が
少
い
（
特
定
健
診
受
診
に
）

問
2 
（

2）
広
島
県
の
特
定
健
診
の
受
診
率
が
低
迷
し
て
い
る
理
由
は
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
。
：

7 
そ
の
他

記
述
内
容

（
特
定
）
と
い
う
名
前
が
悪
い

「
特
定
健
診
」
の
意
味
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い

1回
受
け
て
全
く
問
題
な
か
っ
た
ら

2回
目
・

3回
目
は
も
う
受
け
な
く
て
も
よ
い
と
思
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
特
に
腹
囲
の
小

さ
い
方
は
。

Ｐ
Ｒ
不
足

お
役
所
的
な
健
診
で
中
途
半
端

会
社
で
の
検
診

会
社
の
健
診
も
あ
る
為
、
２
度
手
間
を
と
る

基
準
が
お
か
し
い
？
男
性
腹
囲

85
cm
↑
で
ス
テ
ッ
プ
②
が
ひ
っ
か
か
る
と

×
。
普
段
血
圧
が

13
0/

85
く
ら
い
の
方
で
も
病
院
で
少
し

で
も
血
圧
が
上
が
れ
ば

×
。
生
命
保
険
加
入
す
る
場
合
、
ひ
っ
か
か
る
と
●
●
●
●
●
●
。

行
政
の
自
分
の
健
康
に
国
に
指
導
（
強
制
）
さ
れ
た
く
な
い
た
め

行
政
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
変
更
さ
れ
、
現
場
の
医
師
の
負
担
ば
か
り
増
え
る
か
ら
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
は
な
く
、
現
場
に
あ
る
程
度

ま
か
せ
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
方
が
う
ま
く
ゆ
く

啓
発
活
動
が
み
え
な
い

健
康
に
関
心
が
な
く
、
自
分
は
大
丈
夫
と
か
ん
が
え
て
い
る
方
が
多
い
。
健
診
が
習
慣
化
し
て
い
な
い
。

健
診
後
に
介
入
さ
れ
る
の
が
い
や
だ
と
考
え
て
い
る
た
め

健
診
受
診
者
に
メ
リ
ッ
ト
が
な
い

健
診
に
対
す
る
意
識
が
低
い
。
自
覚
症
状
が
な
い
場
合
は
健
診
は
ひ
と
ご
と
だ
と
思
い
が
ち
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
方
が
多
い
と
思
わ

健
診
を
し
た
く
な
い
人
が
多
い

原
爆
セ
ン
タ
ー
、
放
影
研
な
ど
他
の
定
期
健
診
が
既
に
施
行
し
て
あ
る
。

原
爆
被
爆
者
医
療
検
診
で
済
ん
で
い
る
場
合
が
多
い

個
人
ご
と
に
受
診
を
促
す
よ
う
な
連
携
を
す
る
な
ど
行
政
側
の
努
力
不
足
だ
と
思
い
ま
す

個
人
所
得
の
低
迷

自
分
で
予
約
を
取
っ
て
受
診
す
る
の
が
大
変
だ
か
ら

受
診
券
が
不
明
の
人
が
多
い

受
診
券
の
紛
失
。

受
診
率
が
低
い
の
は
当
然
だ
と
思
い
ま
す

症
状
が
出
な
い
た
め
か
、
切
実
な
関
心
は
少
な
い
様
に
思
い
ま
す
。
来
院
さ
れ
た
方
に
は
、
当
然
、
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
様
説
明

も
行
っ
て
お
り
ま
す
。

症
状
が
な
い
の
で
受
け
な
く
て
よ
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い

す
で
に
疾
病
で
病
院
受
診
が
多
い
た
め

生
活
習
慣
病
の
基
準
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
（
腹
囲
な
ど
）
中
性
脂
肪
な
ど
食
事
の
影
響
が
あ
る
も
の
（
空
腹
か
食
後
か
で
数
値
が

違
っ
て
く
る
も
の
）

対
象
疾
患
に
対
す
る
検
査
と
特
定
健
診
の
項
目
の
重
複
が
あ
り
、
振
り
分
け
が
煩
雑
。

電
子
化
請
求
が
煩
雑

当
院
で
は
来
院
患
者
・
家
族
に
対
し
（
受
診
を
勧
め
、
受
診
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
）
受
診
さ
れ
て
い
な
い
方
は
あ
ま
り
医
療
機

関
に
か
か
ら
な
い
た
め
、
受
診
を
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
は
→
逆
に
言
え
ば
医
療
機
関
以
外
で
の
受
診
勧
奨
が
な
い
の
で
は

特
定
健
診
に
は
ガ
ン
検
診
は
含
ま
れ
な
い
た
め
、
ガ
ン
検
診
は
別
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
煩
雑
。
ガ
ン
は
生
命
に
直
接
か
か
わ
る
た

め
関
心
が
高
い
が
、
メ
タ
ボ
は
す
ぐ
に
生
命
に
か
か
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
受
診
率
が
低
い
の
で
し
ょ
う
。

特
定
健
診
は
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
つ
い
て
の
健
診
で
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
あ
ま
り
わ
か
ら
な
い
の
で
、
積
極
的
に
は
進

め
て
い
な
い
。

特
定
健
診
を
受
診
す
る
受
診
す
る
時
間
が
な
い
の
で
は
（
土
日
祝
に
受
診
で
き
れ
ば
い
い
の
で
は
）

必
要
性
が
低
い
と
思
わ
れ
て
い
る

被
爆
者
健
診
及
び
被
爆
二
世
健
診
を
受
診
さ
れ
る
と
特
定
健
診
は
受
診
さ
れ
な
い
た
め

被
爆
者
健
診
が
あ
る
か
ら

広
島
市
は
原
爆
健
診
を
受
け
る
人
も
多
い
か
ら
な
の
で
は

…
？

腹
囲
が
全
て
の
生
活
習
慣
病
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
為
、
腹
囲
の
大
き
い
人
は
受
け
て
い
な
い
と
思
う

本
当
に
必
要
？
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抹
消
血
等
の
項
目
が
な
く
以
前
の
検
診
よ
り
内
容
が
劣
る
。
メ
タ
ボ
だ
け
に
特
化
し
て
い
て
は
患
者
に
す
す
め
に
く
い
。

み
な
し
検
診
が
増
え
な
い
た
め

名
称
が
な
じ
み
に
く
い

メ
リ
ッ
ト
が
少
な
い
印
象
で
す

止
め
る
べ
き

老
人
が
多
い
た
め

以
前
、
指
導
さ
れ
た
場
所
に
出
か
け
て
健
診
を
受
け
て
い
た
と
い
う
固
定
観
念
が
根
強
く
の
こ
っ
て
い
て
面
倒
と
い
う
人
が
多
い
。

問
2 
（

3）
特
定
健
診
を
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
方
に
受
診
い
た
だ
く
た
め
に
は
何
が
効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
か
。
：

10
 そ
の
他

記
述
内
容

①
「
特
定
健
診
の
ご
案
内
」
を
か
か
り
つ
け
医
療
機
関
に
必
ず
持
っ
て
行
き
、
予
約
を
進
め
る
。

②
「
健
診
手
帳
」
の
よ
う
な
記
録
を
残
す
手
帳
を
医
療
機
関
の
窓
口
で
発
行
す
る
。

③
（
原
爆
）
や
（
障
害
）
（
生
保
）
等
、
窓
口
負
担
が
無
い
患
者
に
も
「
特
定
健
診
」
と
同
じ
シ
ス
テ
ム
を
無
料
で
行
う
よ
う
に
す

る
。
⇒
「
例
　
数
を
増
や
す
」

一
般
開
業
医
で
も
特
定
健
診
が
受
け
ら
れ
る
事
を
宣
伝
す
る

医
療
機
関
が
受
診
を
が
ん
ば
っ
て
勧
め
て
も
、
医
療
機
関
に
か
か
ら
な
い
方
が
大
部
分
と
す
る
と
こ
れ
以
上
の
率
は
難
し
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

医
療
機
関
か
ら
、
国
保
連
へ
の
請
求
の
簡
素
化

医
療
機
関
か
ら
も
受
診
券
が
請
求
で
き
る
様
に
な
れ
ば

が
ん
検
診
と
同
時
に
受
け
ら
れ
る
集
団
健
診
を
増
や
す
。
個
別
に
は
数
に
限
界
あ
り
。

義
務
化
す
る
。
強
制
力
を
持
た
せ
る
。

行
政
の
都
合
に
よ
る
健
診
期
間
の
限
定
を
廃
し
、
通
年
受
診
が
可
能
に
な
る
べ
き
（
岩
国
市
は
誕
生
月
に
受
診
す
る
動
機
付
け
を
行
っ

て
い
る
）

行
政
の
努
力
と
協
力
機
関
の
連
ケ
イ
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
か
つ
て
当
ブ
ロ
ッ
ク
で
は

60
～

70
％
の
受
診
率
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

合
併
前
で
す
が
、
行
政
の
努
力
に
よ
り
町
民
に
検
査
意
欲
が
根
ず
い
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
り
も
ど
す
に
は
相
当
の
努
力
が
必
要

献
血
と
同
じ
場
所
で
う
け
れ
る
よ
う
に
す
る
。
古
雑
誌
回
収
業
者
の
よ
う
な
宣
伝
（
特
定
健
診
の
）
を
し
な
が
ら
、
実
際
の
健
診
の
で

き
る
車
が
街
中
を
ま
わ
る
と
よ
い
と
思
う
。

検
査
項
目
で
分
か
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。

健
診
セ
ン
タ
ー
で
な
い
と
受
診
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
る
方
が
多
い
為
医
療
機
関
で
も
受
診
で
き
る
こ
と
を
周
知
し
て
も
ら
う

健
診
の
項
目
の
正
常
値
、
異
常
値
を
見
直
す
べ
き
。
今
の
値
で
い
く
の
な
ら
腹
囲
も
含
め
て
、
通
常
の
診
療
時
の
正
常
値
と
、
健
診
時

の
正
常
値
が
違
っ
て
い
る
の
で
、
受
診
者
ｏ
ｒ
患
者
さ
ん
の
説
明
に
困
る
こ
と
が
あ
る
。

健
診
の
内
容
を
具
体
的
に
説
明
（
素
人
に
理
解
で
き
る
簡
潔
な
こ
と
ば
で
）

受
診
券
の
持
参
が
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
も
し
が
た
い

受
診
券
の
紛
失
し
た
場
合
、
か
か
り
つ
け
医
と
市
町
村
役
場
と
の
電
話
で
先
行
し
て
受
診
可
能
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

職
場
で
も
受
診
推
奨
を
も
っ
と
行
う

新
聞
、
テ
レ
ビ
で
呼
び
か
け
る

…
特
定
健
診
に
対
し
て
関
心
を
持
た
せ
る
。

地
域
で
の
町
内
会
、
老
人
会
等
で
の
啓
発
に
努
め
る

テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
流
す

特
定
健
診
自
体
を
中
止
す
る
。
も
と
の
市
町
の
健
診
に
戻
す
。

特
定
健
診
の
ハ
ガ
キ
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
。

特
爆
（
原
爆
手
帳
を
持
っ
て
い
る
人
）
に
は
メ
リ
ッ
ト
が
な
い

人
間
ド
ッ
ク
等
、
詳
細
な
検
査
を
受
け
れ
ば
、
そ
の
中
で
受
診
で
き
る
。
が
ん
検
診
と
併
せ
て
受
診
で
き
る
等
特
定
健
診
だ
け
と
は
ち

が
う
も
の
で
周
知
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

廃
止
す
る

他
の
健
診
（
が
ん
健
診
な
ど
）
と
統
合
し
、
総
合
的
な
健
診
と
し
た
方
が
良
い
と
思
う

慢
性
疾
患
で
通
院
中
の
患
者
さ
ん
が
受
け
な
く
て
も
良
い
様
に
す
る

止
め
る
べ
き

（　　）42



問
2 
（

3）
-1

 健
診
項
目
を
も
っ
と
魅
力
的
な
も
の
に
す
る
：
そ
の
他
記
述
内
容

Ｂ
Ｎ
Ｐ

CE
A,

CA
19

-9
,P

SA
eG

FR
,尿
中

N
ac

l排
泄
量

N
ａ
、
Ｋ
、
Ｃ
Ｌ
、
Ｂ
ｖ
ｎ

Ｐ
Ｓ
Ａ
．
Ａ
Ｆ
Ｐ
．
　
加
え
る

Ｘ
－
Ｐ

Ｚ
Ｔ
Ｔ
、
Ｃ
ａ

胃
カ
メ
ラ

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
の
自
己
負
担
無
料
化
な
ど

肝
機
能
検
査
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
、
中
性
脂
肪

肝
機
能
検
査
も
幅
広
く

が
ん
検
診
と
セ
ッ
ト
受
診
で
き
る
よ
う
に
す
る

胸
部
Ｘ

-Ｐ
胸
部
Ｘ
線

胸
部
写
真

胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン

胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
ｏ
ｒ
Ｃ
Ｔ

血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
←
広
島
市
で
は
現
在
行
っ
て
い
る

血
糖
値
と
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
は
両
方
測
定
す
る

検
査
項
目
を
増
や
す

自
己
負
担
が
多
少
ふ
え
て
も
、
一
般
的
な
ド
ッ
ク
な
ど
を
利
用
す
る
よ
り
、
安
く
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
（
腫
瘍

マ
ー
カ
ー
な
ど
）

腫
瘍
マ
ー
カ
ー

腫
瘍
マ
ー
カ
ー
（
Ｐ
Ｓ
Ａ
な
ど
）

腫
瘍
マ
ー
カ
ー
、
胃
・
大
腸
が
ん
検
診
と
セ
ッ
ト
化

少
な
く
と
も
生
活
習
慣
病
予
防
健
診
以
上
の
内
容
は
必
要
だ
と
考
え
る
。

全
て
同
一
項
目
に
し
て
欲
し
い

生
活
習
慣
病
や
が
ん
検
診
と
併
せ
て
受
診
し
て
も
ら
う
。

専
門
外
の
も
の
も
あ
る
の
で
施
行
す
る
方
は
大
変

総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
・
ア
ミ
ラ
ー
ゼ

総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
は
不
要
、

LD
L/

H
D

L比
を
追
加
し
て
ほ
し
い
。

尿
潜
血

白
血
球
数
、
Ｃ
Ｒ
Ｐ
、
蛋
白
分
画

便
鮮
血
、
胸
部
Ｘ
Ｐ

便
潜
血
反
応

骨
塩
定
量

骨
塩
定
量
・

PS
A

脈
波
図

胸
Ｘ

-Ｐ
胸
写

そ
の
他
、
特
定
健
診
に
関
し
て
ご
意
見
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
自
由
に
お
書
き
く
だ
さ
い
。

記
述
内
容

（
３
）
に
つ
い
て
は
・
小
中
の
保
護
者
対
象
の
健
康
教
室
を
行
う

・
未
受
診
者
を
対
象
に
、
年
度
末
休
日
受
診
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

・
３
年
連
続
受
診
の
人
は
無
料
に
す
る

・
集
団
の
健
・
検
診
の
際
に
託
児
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
る

（
便
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
　
ト
ラ
ン
ス
フ
ェ
リ
ン
）
大
腸
癌
の
検
査
等

「
健
診
を
し
た
く
な
い
」
と
い
う
ポ
リ
シ
ー
を
持
っ
て
い
る
人
に
強
制
出
来
な
い
。
私
（
医
師
）
自
身
も
血
液
尿
検
査
以
外
、
全
く
何

も
し
て
い
な
い
。
　

80
歳
翁

「
特
定
健
診
」
呼
名
を
理
解
し
や
す
い
名
称
に
変
更

◎
特
定
健
診
の
必
要
性
を
医
師
、
保
険
者
が
理
解
し
て
い
な
い

◎
ほ
ん
と
う
に
必
要
な
の
か
の
議
論
が
必
要
な
の
で
は
？

・
「
胸
Ｘ

-Ｐ
・
心
電
図
は
や
っ
て
も
ら
え
な
い
の
か
」
と
い
う
問
合
せ
を
多
く
頂
き
ま
す
。

・
現
在
　
受
診
中
、
治
療
中
の
患
者
さ
ん
に
、
特
定
健
診
の
受
診
を
す
す
め
る
事
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
の
で
は
、
（
特
に
内
科
系
医

療
機
関
が
受
診
を
す
す
め
て
も

…
）

・
医
療
機
関
に
受
診
し
て
い
な
い
人
が
、
特
定
健
診
を
受
け
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、

・
癌
検
診
も
含
め
て
、
健
診
受
診
率
と
、
医
療
費
、
疾
病
罹
患
率
等
の
関
連
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
（
受
診
率
が
低
い
と
、
そ
の
疾

病
の
死
亡
率
等
が
ぞ
う
か
す
る
の
で
し
ょ
う
か
）

・
項
目
が
少
な
す
ぎ
る

・
し
ば
り
（
治
療
中
の
方
は
ダ
メ
）
が
あ
り
意
味
が
な
い

・
社
保
と
国
保
の
検
査
項
目
を
同
一
に
し
て
ほ
し
い
　
・
特
定
健
診
の
中
に
ガ
ン
健
診
を
組
み
込
ん
で
詳
し
く
調
べ
ら
れ
る
よ
う
に
し

て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か

・
書
類
記
入
が
煩
雑
（
こ
の
１
年
の
病
気
の
有
無
だ
け
で
よ
い
）

・
治
療
中
の
患
者
に
対
し
て
特
定
健
診
の
通
知
が
良
く
来
て
い
る
が
、
特
定
健
診
の
項
目
は
日
常
診
療
の
中
で
、
検
査
し
て
い
る
事
が

多
く
、
新
た
に
特
定
健
診
を
受
け
る
意
義
が
少
な
い
様
に
感
じ
て
い
る
。

・
特
定
健
診
の
費
用
対
効
果
に
疑
問
を
持
っ
て
い
る

・
特
定
健
診
が
「
メ
タ
ボ
」
に
特
化
し
て
い
る
事
の
理
解
が
少
な
い
。

・
特
に
、
主
婦
等
は
、
健
診
を
受
け
る
機
会
が
な
い
の
で
、
健
診
内
容
の
充
実
は
必
要
。

・
人
間
ド
ッ
ク
さ
れ
た
方
、
治
療
中
の
方
は
先
ず
さ
れ
な
い
。
・
健
診
で
判
明
し
た
疾
病
の
割
合
が
分
ら
な
い
。

〇
市
役
所
（
区
役
所
）
の
工
夫
が
足
り
な
い
と
感
じ
て
い
る
。

〇
各
区
役
所
が
域
内
の
健
診
機
関
と
連
携
を
図
っ
て
推
進
し
て
い
く
体
制
づ
く
り
が
必
要
で
あ
る
。

〇
特
定
保
健
指
導
は
希
望
さ
れ
る
人
が
少
な
く
、
そ
れ
を
受
け
る
時
間
も
な
か
な
か
取
れ
な
い
の
で
無
く
し
た
方
が
良
い
。
以
前
の
よ

う
に
医
療
機
関
を
受
診
す
る
よ
う
に
伝
え
る
の
で
も
良
い
と
思
う
。

〇
特
定
健
診
は
地
域
で
、
公
民
館
な
ど
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
け
は
Ｐ
Ｍ

1°
～

2°
半
頃
に
行
わ
れ
る
こ
て
に
な
り
、
受
診
者

は
ほ
ぼ
昼
食
を
摂
っ
て
い
る
い
る
。
空
腹
時
と
食
後
で
は
中
性
脂
肪
に
差
が
で
る
の
に
、
同
じ
様
に
扱
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
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1.
問

2、
問

3と
も
す
で
に
前
回
ま
で
の
専
門
委
員
会
に
て

(河
野
委
員
長

)、
討
議
し
つ
く
さ
れ
た
事
で
す
。
今
さ
ら
少
し
検
査
項
目
を

増
や
し
て
も
受
診
率
の
向
上
は
無
理
と
考
え
ま
す
。

2.
基
本
健
診
が
行
わ
れ
て
い
た
時
、
当
地
で
の
受
診
率
は

60
％
を
過
ぎ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
上
記
の
検
査
の
う
ち
、

CR
E．

Ｈ
ｂ
Ａ

１
c．
貧
血
．
Ｅ
Ｋ
Ｇ
は
全
員
に
当
地
で
は
行
い
ま
し
た
。
現
在
で
も
当
院
で
は
上
記
の
検
査
を
行
っ
て
い
ま
す
が
受
診
率
の
向
上
は
み

ら
れ
ま
せ
ん
。

3.
何
が
当
時
と
一
番
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

イ
.負
担
金
も
当
時
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。

ロ
.行
政
の
過
剰
な
介
入
に
よ
り
事
務
作
用
が
多
く
な
り
、
医
院
の
実
収
入
も
や
や
減
少
し
た
。

ハ
.立
派
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
不
要
で
あ
る
→
無
駄
な
費
用
で
す
。

ニ
.葉
書
き

1枚
で
受
診
可
能
な
よ
う
に
工
夫
す
れ
ば
済
む
。

ホ
.当
時
は
広
域
合
併
前
の
市
町
村
で
あ
り
、
健
診
結
果
を
役
場
に
送
る
と
保
健
婦
が
協
力
し
、
各
個
人
に
結
果
の
通
知
が

3年
の
時
系

列
化
さ
れ
送
ら
れ
て
い
た
。
（
今
は
再
度
健
診
結
果
を
医
院
に
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
）
こ
の
よ
う
に
し
、
結
果
は

3週
間
位
で
患
者
に
と

ど
く
様
に
役
所
か
ら
発
送
し
た
。

ヘ
.健
診
は
例
え
ば

9月
、

10
月
の
２
ヶ
月
に
集
中
さ
せ
る
と
医
師
だ
け
で
な
く
行
政
や
保
健
婦
の
負
担
も
少
な
く
て
済
む
。

ト
.一
度
壊
し
た
制
度
を
元
に
も
ど
す
の
は
極
め
て
困
難
で
す
。
行
政
の
失
敗
例
と
思
い
ま
す
。

①
治
療
中
の
患
者
情
報
を
有
効
利
用
し
て
受
診
率
向
上
を
計
る
。

②
受
診
通
知
書
に
定
期
的
受
診
の
必
要
性
と
行
政
か
ら
の
受
診
通
知
書
の
重
要
性
を
熟
知
し
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
。
受
診
券
を
紛
失

し
て
い
る
も
の
が
多
い
。

①
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症
候
群
を
早
期
発
見
す
る
た
め
の
健
診
だ
っ
た
ら
、
す
で
に
そ
れ
を
治
療
中
の
人
は
受
け
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
病
院
に
行
っ
て
る
か
ら
し
な
く
て
い
い
ん
だ
と
思
っ
て
自
分
は
関
係
な
い
と
ハ
ガ
キ
を
す
て
る
人
も
お
ら
れ
ま
す
。

②
医
師
国
保
の
特
定
健
診
の
し
め
切
り
が

3/
31
ま
で
で
は
な
い
た
め
、
年
度
の
お
わ
り
に
せ
っ
か
く
健
診
し
た
の
に
受
診
率
に
カ
ウ
ン

ト
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
早
め
に
な
っ
て
る
の
で
す
か
？

③
個
人
開
業
医
自
身
も
自
分
の
院
内
で
や
っ
て
も
よ
い
と
な
っ
た
ら
私
は
毎
年
し
ま
す
。

④
日
曜
人
間
ド
ッ
ク
は
う
け
て
も
特
定
健
診
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
２
月
だ
か
ら
。
　
も
し
ご
回
答
さ
れ
る
な
ら
Ｔ
Ｅ
Ｌ

08
2-
●

-●
で
す

医
学
的
に
は
少
し
で
も
感
度
（
基
準
を
厳
し
く
）
を
上
げ
た
方
が
よ
い
の
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
も
っ
と
も
受
診
し
て
ほ
し
い
、
や

や
太
り
気
味
の
中
年
の
方
は
、
生
活
習
慣
病
と
わ
か
っ
て
い
る
た
め
、
摂
生
を
す
れ
ば
よ
く
な
る
と
考
え
て
い
る
、
そ
し
て
摂
生
を
し

て
い
る
の
で
受
診
し
な
い
。
受
診
し
て
も
万
一
ひ
っ
か
か
る
と
生
命
保
険
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
た
め
受
診
し
な
い
。
悪
循
環
に
な
っ
て

い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

以
前
の
基
本
検
診
の
よ
う
に
自
由
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
に
戻
す
べ
き
　
今
の
特
定
検
診
は
受
け
に
く
い
よ
う
に
な
っ
て
お
り

即
刻
や
め
る
べ
き

以
前
の
よ
う
に
市
町
村
の
健
診
に
一
本
化
す
る

一
度
受
け
ら
れ
た
方
の
次
年
度
予
約
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
る
。
（
“〇
月
〇
日
　
今
年
度
特
定
健
診
を
予
定
し
て
い
ま
す
”

の
よ
う
な
も
の
）
毎
年
健
診
を
受
け
て
い
る
人
か
ら
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
を
聞
け
ば
、
口
コ
ミ
で
私
も
受
け
よ
う
か
、
と
広
ま
っ
て

一
般
社
会
の
啓
蒙
活
動
を
も
う
少
し
行
っ
た
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
（
新
聞
広
告
他
の
手
段
も
用
い
る
）

今
現
状
の
ま
ま
な
ら
、
あ
ま
り
項
目
に
対
し
て
こ
れ
が
こ
う
だ
か
ら
と
説
明
す
る
手
立
て
が
た
ら
な
い

今
の
結
果
は
サ
ー
ッ
と
見
て
無
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
　
一
度
の
健
診
で
殆
ど
で
き
る
ド
ッ
グ
の
方
を
こ
の
ま
れ
ま
す
。

今
の
結
果
は
サ
ッ
ー
と
見
て
無
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
一
度
の
検
診
で
殆
ど
で
き
る
ド
ッ
グ
の
方
を
こ
の
ま
れ
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
が
ん
検
診
と
間
違
い
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
全
て
正
常
で
あ
れ
ば
ガ
ン
で
は
な
い
と
誤
解
し
て
い
る
人
が
多
い
。
受
診

券
を
受
け
取
り
な
が
ら
来
院
が
ギ
リ
ギ
リ
の
ケ
ー
ス
が
多
々
あ
り
ま
す
。
受
診
券
を
交
付
し
た
の
ち
も
保
険
者
か
ら
受
診
の
督
促
が
必

音
戸
町
時
代
　
住
民
健
診
は

60
％
近
く
？
で
き
て
い
た
（
受
診
）
呉
市
に
変
わ
り
、
呉
市
自
体
全
く
こ
れ
ら
に
興
味
を
持
た
ず
非
協
力

的
で
あ
っ
た
。
（
健
診
す
る
と
か
え
っ
て
呉
市
に
お
金
が
か
か
る
か
ら
と
）
特
定
健
診
と
な
り
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
つ
く
か
ら
協
力
し

て
く
れ
と
呉
市
か
ら
お
願
い
さ
れ
る
が
住
民
自
体
健
診
を
す
る
事
を

4-
5年

の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
か
ら
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

か
か
り
つ
け
患
者
へ
の
受
診
推
奨
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
定
期
通
院
中
の
検
査
項
目
と
し
て
は
少
な
過
ぎ
、
負
担
が
大
き
す
ぎ
ま

す
。
そ
れ
だ
け
の
負
担
を
か
け
れ
ば
保
険
診
療
と
し
て
も
っ
と
詳
し
い
検
査
が
出
来
ま
す
。
土
、
日
な
ど
に
わ
ざ
わ
ざ
受
診
を
す
す
め

る
ほ
ど
の
内
容
と
は
考
え
ま
せ
ん
。

看
護
師
、
健
康
医
師
●
も
兼
務
可
能
で
あ
る
こ
と

患
者
様
か
ら
の
意
見
で
は
、
特
定
健
診
に
は
ガ
ン
検
診
が
含
ま
れ
な
い
の
で
、
一
度
に
両
方
受
け
ら
れ
る
健
診
の
方
が
受
診
し
や
す
い

と
の
こ
と
で
し
た
。
健
診
を
す
る
な
ら
、
ガ
ン
も
生
活
習
慣
病
も
一
度
に
す
ま
せ
ら
れ
る
制
度
の
方
が
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

患
者
住
所
が
ち
が
う
と
請
求
先
が
か
わ
っ
た
り
す
る
の
で
請
求
業
務
が
煩
雑
で
す
。
又
、
振
り
込
み
先
が
別
れ
て
い
た
り
し
て
わ
か
り

に
く
い
で
す
。

義
務
に
す
る

結
果
良
し
悪
し
に
関
わ
ら
ず
、
受
診
歴
の
有
無
に
よ
っ
て
、
保
険
料
が
上
が
る
な
ど
、
受
け
る
メ
リ
ッ
ト
よ
り
受
け
な
い
デ
メ
リ
ッ
ト

を
も
う
け
な
い
と
、
な
か
な
か
難
し
い
気
が
し
ま
す
。

現
在
、
治
療
中
の
方
は
、
特
定
健
診
を
受
診
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る

検
査
項
目
を
充
実
さ
せ
、
無
料
化
す
る

検
査
の
理
由
は
必
要
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
　
　
血
液
、
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
な
ど

健
診
勧
奨
を
積
極
的
に
デ
ー
タ
を
有
効
に
医
療
現
場
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
努
力
を
す
る
べ
き
と
思
い
ま
す
。

健
診
項
目
を
も
っ
と
ふ
や
せ
ば
受
診
者
が
増
え
る
と
思
う
。
例
え
ば

〇
腫
瘍
マ
ー
カ
ー

〇
肝
炎
ウ
ィ
ル
ス

○
ピ
ロ
リ
菌

○
甲
状
腺
キ
ノ
ウ
検
査

皆
さ
ん
が
気
に
し
て
い
る
の
は
大
体
が
上
の
検
査
項
目
だ
と
思
う
。

健
診
の
結
果
の
用
紙
を
民
間
の
知
見
も
か
り
て
よ
り
魅
力
的
な
も
の
に
す
る
。
で
き
る
限
り
イ
ベ
ン
ト
会
場
に
併
設
す
る
（
例
え
ば
確

定
申
告
の
会
場
な
ど
、
人
が
多
く
集
ま
る
と
こ
ろ
に
税
務
署
か
ら
の
通
知
に
健
診
も
同
時
に
受
診
で
き
る
の
で
受
診
券
を
持
参
し
て
ほ

し
い
）
等
の
案
内
を
入
れ
て
も
ら
う

健
診
の
効
果
が
実
感
で
き
る
よ
う
な
健
診
の
Ｐ
Ｒ
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
。

＊
健
診
を
受
診
す
る
面
倒
さ
よ
り
も
、
健
診
を
受
け
る
メ
リ
ッ
ト
の
方
が
大
き
け
れ
ば
受
診
す
る
の
で
す
が
、
県
民
の
皆
様
の
認
識
も

違
う
よ
う
で
す
ね
。

（
広
島
県
医
師
国
保
加
入
者
の
健
診
受
診
率
は
、
ど
の
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
？
医
師
自
身
が
特
定
健
診
の
メ
リ
ッ
ト
を
実
感
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
一
般
の
県
民
の
方
々
の
受
診
は
見
込
め
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
）

健
診
の
デ
ー
タ
入
力
等
は
自
常
化
さ
れ
省
力
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
日
常
診
療
に
は
あ
ま
り
影
響
な
し
）
治
療
中
の
デ
ー
タ
再
入
力
は

も
の
す
ご
く
手
間
が
か
か
る
の
に
現
行
で
は
健
診
費
用
も
割
安
に
な
る
し
く
み
で
す
。
絶
対
に
止
め
て
ほ
し
い
で
す
。

検
診
の
場
所
、
日
時
に
都
合
で
い
け
な
い
方
も
多
く
、
近
隣
の
医
療
機
関
や
か
か
り
つ
け
医
で
も
可
能
な
点
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
よ
い

と
思
わ
れ
ま
す
。

健
診
率
が
低
い
最
大
の
問
題
は
行
政
の
広
報
周
知
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
。
少
し
安
く
し
て
受
診
勧
奨
を
し
っ
か
り
行
う
こ
と
。

原
爆
健
診
（
健
診
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
出
向
場
所
）
で
の
項
目
が
違
い
す
ぎ
る
の
で
、
特
定
健
診
の
魅
力
度
が
低
い

県
民
共
済
が
取
扱
う
生
命
共
済
な
ど
と
提
携
し
て
特
定
健
診
を
受
診
し
た
ら
、
保
険
金
の
割
引
き
制
度
が
あ
る
様
に
で
き
な
い
か
。

公
民
館
で
実
施
さ
れ
て
い
る
特
定
健
診
は
固
定
さ
れ
た
受
診
者
層
が
く
り
返
し
受
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
新
規
の
受
診
者
層

を
増
や
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

国
保
と
社
保
の
方
で
書
類
（
記
入
す
る
）
が
異
な
る
た
め
事
務
上
、
ま
ち
が
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
統
一
す
る
方
が
良
い
と
思
い
ま

住
民
の
特
定
健
診
の
意
義
に
対
す
る
理
解
度
が
低
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
点
を
も
っ
と
周
知
す
る
ひ
つ
よ
う
が
あ
る
。
生
活
習

慣
病
等
で
既
に
受
診
中
の
患
者
さ
ん
の
健
診
の
参
加
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
（
み
な
し
健
診
の
意
義
は
？
）

・
既
に
治
療
中
の
人
に
健
診
を
さ
ら
に
行
う
こ
と
の
意
味

・
疾
病
予
防
に
つ
な
が
る
の
か
？

受
診
券
が
来
た
ら
お
預
か
り
し
て
い
ま
す
。
（
定
期
受
診
患
者
）
や
っ
ぱ
り
費
用
が
か
か
か
る
し
、
今
別
に
苦
し
か
っ
た
り
し
て
い
な

い
の
に
病
院
へ
い
く
の
は
よ
っ
ぽ
ど
の
動
機
が
な
い
と
足
を
運
ぼ
う
と
思
え
な
い
気
が
し
ま
す
。

受
診
券
が
な
く
て
も
受
け
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い

受
診
者
が
日
々
多
忙
な
た
め
健
診
す
ら
受
診
で
き
な
い
の
に
、
異
常
を
早
期
発
見
で
き
て
も
、
フ
ォ
ロ
ー
す
る
体
制
が
な
い
よ
う
に
思

い
ま
す
。

受
診
率
Ｕ
Ｐ
に
は
、
無
料
化
と
広
報
に
尽
き
ま
す
。

受
診
率
の
高
い
県
、
地
域
な
ど
を
参
考
に
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
他
県
が
ど
の
様
に
受
診
率
を
上
昇
さ
せ
た
か
具
体
的

な
取
り
組
み
、
方
法
等
を
聞
き
検
討
・
実
行
を
し
て
み
る
・

治
療
中
の
方
に
情
報
提
供
の
お
願
い
を
し
ま
す
が
あ
ま
り
了
解
し
て
下
さ
る
方
が
い
ま
せ
ん
。
受
診
券
を
送
付
さ
れ
る
中
に
ス
ス
メ
る

案
内
を
入
れ
て
は
ど
う
で
す
か
。

治
療
中
の
方
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
、
特
定
健
診
の
内
容
が
全
て
な
い
方
に
つ
い
て
の
提
供
に
困
り
ま
す
。
（
治
療
中
な
の
で
追
加
で

検
査
を
す
る
必
要
も
な
く
）
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月
に

1度
で
も
、
休
日
に
特
定
の
場
所
で
集
団
健
診
を
実
施
す
る
と
受
診
率
向
上
に
つ
な
か
せ
る
と
思
い
ま
す
。

電
話
等
で
健
診
を
奨
励
さ
れ
た
り
と
努
力
さ
れ
て
い
る
姿
は
あ
る
よ
う
で
す
が
、
病
院
、
診
療
所
に
通
院
し
て
い
る
の
で
“あ
え
て
特
別

し
な
く
て
も
良
い
”と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
患
者
様
が
多
い
様
み
ら
れ
ま
す
。

問
2で

も
書
き
ま
し
た
が
名
称
が
な
し
み
に
く
く
、
検
診
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
。
（
病
気
あ
る
人
が
ま
た
は
太
っ
て
い
る
人
、
肥
満

が
あ
る
人
が
受
け
る
検
診
と
思
っ
て
い
る
）
検
査
項
目
に
年
齢
制
限
あ
り
受
け
な
い
と
い
う
人
も
い
た
。
受
診
券
の
字
が
小
さ
す
ぎ

る
。
大
き
な
判
に
し
て
、
会
場
な
ど
の
説
明
を
読
み
や
す
く
す
る
。
指
定
さ
れ
た
会
場
期
日
以
外
は
受
け
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
人

が
多
い
。
そ
の
他
の
ハ
ガ
キ
と
一
緒
に
捨
て
て
し
ま
っ
た
と
い
う
人
は
け
っ
こ
う
お
ら
れ
ま
す
。

東
京
都
な
ど
の
無
料
で
健
診
を
行
っ
て
い
る
所
は
、
健
診
率
が
高
い
の
で
料
金
が
問
題
と
考
え
ま
す
。

当
方
、
ア
ナ
ロ
グ
人
間
で
、
デ
ジ
タ
ル
に
対
応
が
で
き
ま
せ
ん
。
特
定
健
診
の
デ
ー
タ
や
、
請
求
業
務
、
紙
媒
体
に
よ
る
方
法
も
許
可

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

特
定
健
診
　
高
齢
の
方
が
増
え
、
受
診
券
を
紛
失
し
た
り
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
か
他
の
施
設
で
済
ま
せ
て
お
ら
れ
て
も
そ
れ
が
特
定
健
診

な
の
か
分
か
ら
ず
再
度
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

た
と
え
ば
後
期
高
齢
者
の
方
は
、
保
険
証
に
特
定
健
診
済
み
の
施
設
名
と
施
行
日
を
記
入
す
る
ス
ペ
ー
ス
を
作
ら
れ
た
ら
、
健
診
さ
れ

て
る
か
保
険
証
を
見
た
時
分
か
る
の
で
声
か
け
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

原
爆
手
帳
を
お
持
ち
の
方
も
健
診
施
行
日
記
入
出
来
れ
ば
年

1回
は
さ
れ
て
る
の
が
分
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

受
診
番
号
も
保
険
番
号
と
同
じ
に
さ
れ
れ
ば
受
診
券
が
な
く
て
も
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

特
定
健
診
開
始
前
に
市
民
の
方
が
、
特
定
健
診
は
、
ま
た
、
検
査
項
目
が
減
る
の
よ
ネ
と
言
わ
れ
る
患
者
さ
ん
が
数
名
（

2～
3名

）
お

ら
れ
ま
し
た
。

→
年
々
、
検
査
項
目
が
減
る
の
で
、
魅
力
が
だ
ん
だ
ん
と
無
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

特
定
健
診
制
度
以
前
の
方
が
受
診
率
は
高
か
っ
た

特
定
健
診
そ
の
も
の
に
反
対
で
す
。
た
だ
ち
に
中
止
す
べ
き
で
す
。

特
定
健
診
に
必
要
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
な
の
に
、
年
間
な
事
が
多
い

特
定
健
診
に
よ
る
予
防
効
果
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

特
定
健
診
の
流
れ
や
、
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
“ 契
約
書
”が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
（
例
え
ば
、
医
療
機
関
が
ど
こ
と
契
約
し
て
い

て
、
ど
の
よ
う
な
流
れ
で
入
金
さ
れ
て
く
る
か

…
な
ど
。
）
こ
の
度
、
←
が
不
明
で
問
い
合
わ
せ
を
し
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

際
、
特
定
健
診
に
関
す
る
資
料
で
、
上
記
の
内
容
の
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
み
あ
た
ら
な
か
っ
た
の
で
、
あ
れ
ば
助
か
り
ま
す
。

特
定
健
診
の
ハ
ガ
キ
が
わ
か
り
難
い
の
に
加
え
て
、
ハ
ガ
キ
そ
の
も
の
を
読
ま
な
い
人
が
多
く
い
る
様
に
思
い
ま
す
。

特
定
健
診
の
目
的
、
方
法
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
広
報
し
た
ら
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

特
定
健
診
の
無
料
化
に
よ
り
受
診
率
の
増
加
が
あ
り
、
今
後
と
も
行
政
と
連
携
し
、
無
料
で
行
う
事
が
大
切
。
以
外
と
日
曜
日
に
行
っ

て
も
受
診
者
が
少
な
い
。

特
定
健
診
は
不
要
　
利
権
の
温
床
に
な
っ
て
い
る

年
明
け
～
年
度
末
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
流
行
で
内
科
は
繁
忙
期
で
す
。
そ
の
時
期
に
ハ
ガ
キ
を
保
険
者
に
送
ら
な
い
で
い
た
だ
き

た
い
で
す
。
健
康
の
方
へ
の
感
染
も
避
け
た
い
で
す
し
、
待
ち
時
間
も
長
く
な
り
ま
す
。
逆
に
、
夏
場
に
受
診
を
促
す
よ
う
な
取
り
組

み
を
お
願
い
し
た
い
で
す
。

肺
が
ん
検
診
を
ル
ー
チ
ン
に
行
う
。

は
が
き
が
来
た
け
ど
無
く
し
た
な
ど
良
く
聞
き
ま
す
。
一
年
間
有
効
の
は
が
き
を
出
す
よ
り
、
半
年
先
ま
で
有
効
に
し
て

1年
に

2回
ぐ

ら
い
受
診
を
す
す
め
る
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

肥
満
し
て
い
る
方
が
長
生
き
し
て
い
る
か
ら
メ
タ
ボ
の
動
機
づ
け
が
難
し
い

広
島
市
医
師
会
の
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー
は
受
診
患
者
数
が
低
迷
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
特
定
検
診
・
癌
検
診
（
可
能
な
項
目
の
み
）
風

疹
、
麻
疹
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
も
対
応
し
て
は
い
か
が
か
と
思
い
ま
す
。

腹
囲
が
全
て
の
生
活
習
慣
病
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
為
、
腹
囲
の
大
き
い
人
は
、
受
け
て
い
な
い
と
思
う

腹
囲
測
定
の
意
義
が
不
明

腹
囲
だ
け
で
判
定
す
る
の
は
い
か
が
か
と
思
う

福
山
市
国
保
の
方
の
無
料
検
診
時
（
続
け
て
ほ
し
い
で
す
）
に
胸
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
（
市
）
や
大
腸
癌
（
市
）
の
検
診
も
一
緒
に
受
け
て

頂
け
る
方
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
少
し
ず
つ
定
着
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

福
山
市
で
は
Ｃ
Ｒ
Ｅ
、
貧
血
、
Ｅ
Ｃ
Ｇ
は
す
で
に
組
み
こ
ん
で
あ
り
ま
す
。

福
山
市
で
は
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
、
尿
酸
、
貧
血
、
心
電
図
、
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
、
貧
血
も
ル
チ
ン
で
で
き
る
よ
う
で
す
の
で
問
題
あ
り
ま
せ

ん
。
当
院
で
は
請
求
は
し
て
い
ま
せ
ん
が
眼
底
検
査
も
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
意
味
で
看
護
師
に
さ
せ
て
い
ま
す
。
ま
た
腹
部
超
音
波
検
査

も
サ
ー
ビ
ス
で
や
っ
て
い
ま
す
。
と
き
に
特
定
検
診
の
項
目
だ
け
で
は
異
常
が
見
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
で
、
異
常
が
み
つ
か
る
こ
と
も
あ

平
素
、
医
療
機
関
に
受
診
し
て
い
な
い
方
が
一
番
の
対
象
と
思
い
ま
す
。
そ
の
方
々
の
受
診
率
を
上
げ
る
た
め
に
は
広
報
と
受
診
の
し

易
さ
が
大
切
と
思
い
ま
す
。

平
素
受
診
さ
れ
て
い
る
人
が
主
で
あ
り
、
特
定
健
診
の
み
を
希
望
さ
れ
て
来
院
さ
れ
る
人
は
大
変
少
な
い
と
思
い
ま
す

無
料
で
あ
れ
ば
、
定
期
検
査
の
１
回
と
し
て
希
望
さ
れ
る
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
通
常
の
検
査
で
は
Ｌ
Ｄ
Ｌ
－
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
は

計
算
し
て
出
し
て
い
ま
す
。
（
そ
の
方
が
正
確
と
い
う
設
が
あ
り
ま
す
の
で
）
Ｌ
Ｄ
Ｌ
－
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
直
接
測
定
に
こ
だ
わ
る

の
で
あ
れ
ば
、
情
報
提
供
は
で
き
ま
せ
ん
。

メ
タ
ボ
だ
け
の
健
診
で
受
診
す
る
人
は
少
な
い
と
思
う

問
診
等
記
入
す
る
も
の
が
多
く
て
大
変
と
言
わ
れ
る
受
診
者
が
お
ら
れ
ま
す
。
何
か
も
う
少
し
簡
素
化
出
来
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

予
防
医
学
の
時
代
に
な
っ
た
こ
と
を
強
力
に
Ｐ
Ｒ
。

老
人
検
診
の
頃
の
方
が
受
診
率
が
高
か
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
受
診
す
る
ま
で
の
敷
居
が
高
い
。

私
は
も
と
も
と
特
定
健
診
の
意
義
に
疑
問
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
受
診
率
の
低
き
を
も
っ
て
恥
ず
べ
き
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。

何
処
に
も
主
治
医
を
も
た
ず
、
特
定
検
診
を
受
け
る
人
は
少
な
く
む
し
ろ
重
複
受
診
（
内
科
主
治
医
あ
り
－
現
在
又
は
過
去
あ
る
い
は

治
療
中
、
又
は
医
療
関
係
従
事
者
に
も
葉
書
き
電
話
で
の
勧
奨
（
誘
）
は
余
り
意
義
を
感
じ
ず
、
（
コ
ス
ト
が
か
か
り
ま
す
が
）
検
査

の
内
容
充
実
又
は
初
期
受
診
の
勧
誘
の
方
が
国
民
的
は
有
意
義
だ
と
考
え
る
（
て
い
る
）
者
で
す
。
勿
論
主
治
医
を
持
た
ず
、
健
康
無

関
心
者
に
は
声
を
か
け
て
い
き
ま
す
（
い
ま
す
）
。
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資料　7広島県��会����������（�）����年（平���年）������ �和��年�����　��������

市郡地区医師会特定健診担当理事連絡協議会

�　�　�����������　����　　
���　広島��会�　��　健����

広島県医師会常任理事　大谷　博正

〜よりよい実施体制に向けて〜

　���������������������に��した特定健�診��特定�健����
�開��������し、����������������な�た。���特定健�診�受診
�����して��し、����における受診����連����下��な�ている。
　地区医師会における特定健診受診勧奨に関する現状や要望、特定健診実施における現状な
どについて意見交換を行うため、標記連絡協議会を開催した。
　以下、要旨を記載する。

開会挨拶
　開会にあたり、平松恵一会長（檜谷義美副会
長代読）より、「ご存知の通り、広島県の市町国
保受診率は平���年から�年連続最下位となって
いる。制度開始当初より、いろいろとご批判を
受けたこの健診ではあるが、医療機関に受診機
会のない方を中心に、年に一度はご自身の健康
に関心を持っていただく機会として、この健診
を捉えていただき、先生方にもますますのご協
力をお願いしたい。また、県医師会としては、
受診率が最下位なので、広島県の医療費が高い
という議論に結びつけられることを危惧してい
る」と挨拶があった。
　続いて、今回特別に出席をお願いした地対協
特定健診受診率向上専門委員会の委員長である
木原康樹広島大学教授より、「先生方のご協力に
より、少しずつ受診率も上向いているが、まだ
まだ推進しなければならない。先ほどの挨拶に
もあったが、医療費削減の方向で国が動いてい
る今、この受診率が低いことが参考資料として
使われる可能性もある。必ず最下位は脱出でき
るので、引き続きのご協力をお願いしたい」と
挨拶をいただいた。

報告・協議事項
��　広島県の特定健診実施状況について
　現���されている平���年度の各���県
市町国保、広島県内市町国保別の受診率、また、
今年度各市町が実施している健診の自己負担額、
追加検査項目などについて報告した。
　出席者からは、行政との調整状況などを報告
いただき、医療機関からの受診勧奨にも限界が
あるので、普段病院にかからない人をどういっ
た形で巻き込んでいくのか、これまで以上に行
政からの広報活動に力を入れて欲しい、との意
見があった。
　本会からは、行政の対応にも市町によってば
らつきがあるので、各地区医師会からも市町行
政への要望を引き続きお願いした。

��　地対協　特定健診受診率向上専門
委員会について

　標記委員会の木原康樹委員長より、委員会の
現状について報告した。
　特定健診の受診率向上を目指し、昨年度より
設置している。委員会やWGで行政や地区医師
会からの意見を伺っている。また、受診率の伸
びた地域での取り組みの解析も行っている。和
歌山県では、自己負担無料化や、検査項目の追
加、未受診者への受診勧奨など、さまざまな政
策を同時に実施することで、受診率を引き上げ
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た。医師会と行政、学術組織が一体となって推
し進めることが一番重要であると委員会では考
えている。
　特に、政令市である広島市の受診率が一番低
いが、その理由として、人口の多さや原爆健診
の実施があげられている。しかしながら、人口
の多い東京都や同じく被爆地である長崎市では
決して受診率は低くない。先生方も長い目で見
て、県民の健康を考える際に健診の継続受診は、
医療政策的にも医療者の一人としてもベターな
考えだと思う。行政と医師会の連携が上手くい
くところは受診率が高い傾向があるので、引き
続きの協力をお願いする。
　また、広島県内でも、広島県地域保健医療推
進機構で実施している特定保健指導で、加齢に
かかわらず、改善がみられたデータも示されて
いる。こういった資料についても、希望があれ
ば各地区医師会に出向き、会員の先生方へ説明
することも可能であるので、声をあげていただ
きたい。
　また、同委員会の担当理事である中西敏夫常
任理事からは、行政には広報にもっと取り組ん
でいただきたい。住民・行政・医療関係者とも
に、特定健診への意義に疑問を持っている人が
多いのではないか。体調が悪くなれば医療機関
にかかれば良いと思っている人が多い。意義を
きちんと理解しているところの受診率は高く
なっている、と発言した。

　今年度の特定健診実施にあたり、各県では消
費税増税に合わせ、金額の増額をしている。平
成��年度までの広島県の金額は全国的にも高い
位置にあり、受診率も低い中、むやみに金額を
引き上げて自己負担額の増額を引き起こすこと
にもなりかねないとの理由で、据え置きの料金
として契約をした。本会としては、次年度、消
費税が年度�中に���に引き上げられるかもし
れないという中で、集合契約金額の引き上げを
視野に今後保険者と調整をしたいと考えている
と述べた上で、出席者からの意見を伺った。
　出席者からは、医療機関のモチベーションを
保つためにも、引き上げで交渉をお願いするよ
う意見があった。また、次年度は、��の消費
税に見合った対応で交渉し、消費税が���に引
き上げられた�合には、平成��年度からの対応
とするよう提案があり、その方向で交渉するこ
ととした。

　現在、県内��市町で治療中の方の情報提供が
実施されている。現在、実施しているほとんど
の市町は、各地区医師会とそれぞれ個別に契約
を結んでいる状況であるが、今後全県的な対応
を取れるよう、治療中の情報提供も集合契約の
形を取ることができないかどうか、現時点では
まったく白紙の状態ではあるが、将来的な集合
契約の是非について各地区からの意見を伺った。
　出席者からの意見はおおむね賛成で、集合契
約の形が取れるのであれば、その方向で進めて
欲しいという意見があった。ただ、現在各市町
で設定している金額に差違があるため、実現す
る時には、なるべく不公平感のない金額での契
約を目指すことが要望された。現在、みなし健
診を実施していない行政区の関係医師会からも、
好意的な意見があった。
　また、一部の出席者より、かかりつけ患者へ
の受診勧奨を積極的に行っている地域では、み
なし健診の実績はあまり伸びていないため、必
要性を感じていないという意見もあった。
　今後、各地区からの意見を広島県に伝え、集
合契約も視野に調整を行うこととした。

　終わりに豊田秀三副会長より、「受診率の引き上
げには、どれか一つの要素だけでは推進ができな
い。総合的な対応を今後も継続したいので、引き
続きご協力をお願いしたい」と結び、閉会した。

担当理事コメント
　特定健診の市町国保受診率は、先述の通り広
島県が�年連続最�位という記録を�っている。
本会でも、特定健診に疑問を持つ先生方も多い
と思われる。特定健康診査・特定保健指導の制
度開始から�年を迎え、これまでの健診データ・
特定保健指導の実績を示したデータも出てきて
いる。県内でも、有効性などを検証した記録も
出ており、県地対協で進めている「特定健診受
診率向上専門委員会」では、地区医師会などの
講演会で特定健診の有効性を説明する講演をす
ることも可能と、木原康樹委員長から会議中に
ご発言もあった。ご希望の医師会がございまし
たら、事務局までご連絡をいただきたい。
　健診は、われわれ医師が有効性について考え
ることはもちろんだが、まずは一年に最低一度
だけでもご自身の健康に目を向けていただく機
会と捉え、引き続きのご協力をお願いする。
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て
は
，
前
年
度
と
の
改
善
点
 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
 

特
定
健
診
の
受
診
人
数
を
毎
月
把
握
し
，
計
画
と
の
乖
離
を
把
握
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広
島

市
特

定
健

診
受

診
率

確
認

用
シ
ー
ト

 

対
象

者
 

4月
 

5月
 

6月
 

7月
 

8月
 

9月
 

10
月

 
11

月
 

12
月

 
1月

 
2月

 
3月

 

H2
5 

受
診

者
数

 
（
人

）
 

1
8
5
,7

8
7
 

1
,4

8
2
 

2
,8

2
9
 

2
,7

9
1
 

2
,9

2
0
 

1
,8

9
8
 

2
,2

0
3
 

2
,4

5
3
 

2
,4

0
0
 

1
,7

3
5
 

1
,6

1
9
 

2
,1

6
7
 

3
,4

5
1
 

H2
6 

受
診

者
数

 
（
人

）
 

1
8
8
,5

0
5
 

1
,1

0
8
 

1
,4

3
3
 

3
,5

7
2
 

3
,4

1
5
 

2
,1

7
7
 

2
,8

9
3
 

2
,6

8
2
 

2
,5

5
8
 

1
,0

2
2
 

0
 

0
 

0
 

H2
5 

受
診

率
 

累
計

（
％
）

 
1
5
.0

%
 

0
.8

%
 

2
.3

%
 

3
.8

%
 

5
.4

% 
6
.4

%
 

7
.6

%
 

8
.9

%
 

1
0
.2

%
 

1
1
.1

%
 

1
2
.0

%
 

1
3
.2

%
 

1
5
.0

%
 

H2
6 

受
診

率
 

累
計

（
％
）

 
0
.6

%
 

1
.3

%
 

3
.2

%
 

5
.1

%
 

6
.2

%
 

7
.7

%
 

9
.2

%
 

1
0
.5

%
  

 
 

 
 

 
 

 

H2
6 

目
標

値
 

（
目

安
） 

2
6
%
 

4
9
,5

2
3
人

 
2
.4

%
 

4
.5

%
 

6
.6

%
 

8
.7

% 
1
0
.8

%
 

1
3
.0

%
 

1
5
.2

%
 

1
7
.3

%
 

1
9
.5

%
 

2
1
.7

%
 

2
3
.8

%
 

2
6
.0

%
 

20
15

年
3月

16
日

(月
) 

0

50
00

10
00

0

15
00

0

20
00

0

25
00

0

30
00

0
広

島
市

 H
25

 

広
島

市
 H

26
 

5.
4%

 6.
4%

 
7.

6%
 

8.
9%

 
10

.2
%

 
11

.1
%

 
12

.0
%

 
13

.2
%

 
15

.0
%

 

5.
1%

 
6.

2%
 

7.
7%

 
9.

2%
 

10
.5

%
 

0.
0%

5.
0%

10
.0

%

15
.0

%

20
.0

%

25
.0

%

30
.0

%

広
島

市
 H

25
年

度
 

広
島

市
 H

26
年

度
 

目
標

値
 H

26
年

度
 

30
.0

%

月
別
特
定
健
診
受
診
者
数
（
累
計
）

H2
7.

1.
27

現
在

 
月
別
特
定
健
診
受
診
率

H2
7.

1.
27

現
在

 

•
１
２
月
末
時
点
で
本
市
が
把
握
し
た
受
診

者
数

は
４
月

1,
10

8人
、
５
月

1,
43

3人
、
６
月

3,
57

2人
、
７
月

3,
41

5人
、
８
月

2,
17

7人
、
９

月
2,

89
3人

、
１
０
月

2,
68

2人
、
１
１
月

2,
55

8人
と
な
っ
て
お
り
、
４
月

と
５
月
を
除
き
、
い
ず
れ
も
前

年
度
を
上
回
っ
て
い
る
。

 
•
１
月
末
時
点
で
の
１
１
月
ま
で
の
受
診
率
は

10
.5
％

と
な
っ
て
い
る
。

 
現

段
階

の
評

価
 

•
４
月
と
５
月
の
受
診
者
数
が
前
年
度
を
下
回
っ
た
理
由

と
し
て
、
次
の

こ
と
が
影

響
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

 
•
①
平
成
２
６
年
度
に
シ
ス
テ
ム
を
再
構
築
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
部
の

方
へ
の

受
診
券

の
送
付

が
平
成
２
５
年

度
に
比
べ

約
２
か
月

遅
く
な
っ
た
。

 
•
②
こ
れ
ま
で
４
月
開
始
に
し
て
い
た
集
団

健
診
を
、
６
月
開

始
に
し
た
た
め
、
４
・
５
月
の

集
団
健

診
で
の
受
診

者
が
い
な
か
っ
た
。

 

理
由

 

•
１
１
月
以
降
、
順
次
、
健
診
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
開
催

し
、
地
域

で
の

受
診
勧

奨
を
行
う
。

 
•
未
受
診
者
へ
の
受
診
勧
奨
通
知
や
電
話
に
よ
る
呼
び
か

け
を
行
う
。

 
•
広
島
市
連
合
地
区
地
域
保
健
対
策
協
議
会

で
受

診
率
向

上
の

た
め
の

検
討
委

員
会
を
開

催
し
、
医

師
会
等

の
協
力
を
促
す
。

 
•
広
島
市
域
の
医
師
会
の
医
療
機
関
に
特
定
健

診
啓
発

ポ
ス
タ
ー
を
配

布
す
る
。

 

そ
れ

に
対

す
る

対
策

 

•
平
成
２
６
年
８
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
の
た
め
、
予
定
し
て
い
た
事

業
の
一

部
縮
小

や
延
期

が
あ
り
、
受
診

率
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
が
あ
る
。

 
備

考
 

広
島

市
特

定
健

診
等

年
間

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 

個
別

健
診

 
集

団
健

診
 

広
報

等
 

そ
の

他
 

4月
 

3月
に
受
診
券
送
付

（
一
部
）

 
4月

か
ら
個
別
健
診

実
施

 

広
報
誌
で
の
広
報

 
被
爆
者
健
診
通
知
に
あ

わ
せ
受
診
勧
奨
ﾁ
ﾗ
ｼ
を

送
付

 

5月
 

6月
 

受
診
券
送
付

 
6月

か
ら
集
団
健
診

実
施

 
集
団
健
診
会
場
で
の
健
康
相
談
の

ﾓ
ﾃ
ﾞﾙ
実
施

 

7月
 

保
険
証
更
新
時
に
あ
わ

せ
受
診
勧
奨
チ
ラ
シ
を

送
付

 

公
衛
協
と
連
携
し
た
受
診
勧
奨
ｶ
ｰ

ﾄﾞ
の
作
成
と
配
布

 

8月
 

市
地
対
協
で
の
受
診
率
向
上
検
討

委
員
会
開
催
（
延
期
）

 

9月
 

ﾃ
ﾞｼ
ﾞﾀ
ﾙ
ｻ
ｲ
ﾈ
ｰ
ｼ
ﾞで

の
広

報
（
～

3月
）

 

10
月

 
広
報
誌
で
の
広
報

 
 

未
受
診
者
へ
の
受
診
勧
奨
は
が
き

の
送
付
（
延
期
）

 

11
月

 

健
診
ｻ
ﾎ
ﾟｰ
ﾀ
ｰ
養
成
講
座
の
実
施

と
地
域
で
の
受
診
勧
奨
（
～

3月
）

 
電
話
に
よ
る
受
診
勧
奨
の
実
施

（
～

1月
）

 
ｼ
ｮｯ
ﾋ
ﾟﾝ
ｸ
ﾞｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
健
診
の
実
施

 
市
地
対
協
で
の
受
診
率
向
上
検
討

委
員
会
開
催

 

12
月

 

1月
 

ﾊ
ﾞｽ
車
内
で
の
広
報
ｽ
ﾃ
ｯ

ｶ
ｰ
掲
出
（
～

3月
） 

市
地
対
協
で
の
受
診
率
向
上
検
討

委
員
会
開
催

 
未
受
診
者
へ
の
受
診
勧
奨
は
が
き

の
送
付

 

2月
 

医
療
機
関
へ
の
ポ
ス
タ
ー
配
布

 

3月
 年
間

を
通

じ
た
取

組
み

 
 •健
診
の
自
己
負
担
金
の
減
額

 
•集

団
健
診
で
の
が
ん
検
診
と
の
同
時
実
施
の
拡
大

 
•区

保
健
セ
ン
タ
ー
の
健
康
教
室
で
の
受
診
勧
奨

 
•小

学
校
へ
の
出
前
授
業
と
家
族
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

 
•中

学
校
の
授
業
用
補
助
資
料
と
し
て
、
チ
ラ
シ
配
布
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0%5%10
%

15
%

20
%

25
%

30
%

35
%

40
%

45
%

50
%

40
～

44
歳

45
～

49
歳

50
～

54
歳

55
～

59
歳

60
～

64
歳

65
～

69
歳

70
～

74
歳

全
国
女
性

全
国
総
計

全
国
男
性

広
島
県
女
性

広
島
県
総
計

広
島
県
男
性

 

受
診
率
向
上
対
策
に
係
る
県
の
主
な
取
組
 

 次
の
取
組
に
つ
い
て
，
市
町
や
保
険
者
協
議
会
等
に
お
け
る
協
議
に
よ
り
，
関
係
機
関
と
連
携
し
，
実
施
し
て
い
る
。
 

 

(1
)
市
町
国
保
担
当
者
会
議
の
開
催
 

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
円
滑
な
実
施
及
び
実
施
率
の
向
上
の
た
め
の
説
明
会
を
実
施
し
，
各
保
険
者
の
取
組

み
に
つ
い
て
情
報
交
換
を
行
う
と
と
も
に
，
今
後
の
取
組
み
や
あ
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。
 

(2
)
 受

診
率
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
 

市
町
国
保
の
受
診
率
を
毎
月
モ
ニ
タ
ー
し
，
実
績
に
遅
れ
が
生
じ
て
い
る
場
合
は
，
市
町
と
協
議
し
強
化
策
を
検
討
 

(3
)
 保

険
者
協
議
会
と
連
携
し
た
取
組
 

①
愛
の
健
康
便
り
事
業
 

②
人
材
育
成
研
修
会
 

③
広
報
活
動
 

(4
) 
治
療
中
の
人
の
受
診
率
向
上
対
策
（
医
療
機
関
で
の
検
査
デ
ー
タ
を
保
険
者
に
情
報
提
供
す
る
取
組
み
）
 

（
H2
3
年
度
1
市
町
⇒
H2
4
年
度
8
市
町
⇒
H2
5
年
度
9
市
町
⇒
H2
6
年
度
14

市
町
）
 

 
(5
) 
広
報
活
動
 

 
 
 
ラ
ジ
オ
，
雑
誌
，
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
の
広
報
媒
体
を
活
用
し
た
意
識
啓
発
や
受
診
勧
奨
等
を
実
施
 

 
(6
) 
市
町
国
保
へ
の
加
入
時
の
受
診
率
向
上
対
策
 

 
 
 
全
国
と
比
較
し
，
国
保
加
入
時
の
受
診
率
が
低
い
た
め
，
受
診
率
向
上
対
策
を
検
討
・
実
施
 

 

 

平
成

24
年
度
年
齢
別
市
町
村
国
保
特
定
健
診
実
施
率
（
広
島
県
と
全
国
の
比
較
）
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広島県地域保健対策協議会 特定健診受診率向上専門委員会
委員長　木原　康樹　広島大学大学院医歯薬保健学研究院
委　員　荒田　寿彦　大竹市医師会
　　　　吉川　　仁　佐伯地区医師会
　　　　木村　辰也　広島県国民健康保険団体連合会
　　　　桑原　正雄　広島県医師会
　　　　菅田　　巌　安芸地区医師会
　　　　田中　純子　広島大学大学院医歯薬保健学研究院
　　　　田辺　靖昌　福山市保健福祉局保健部
　　　　土屋　隆宏　福山市医師会
　　　　豊田　秀三　広島県医師会
　　　　中西　敏夫　広島県医師会
　　　　檜谷　義美　広島県医師会
　　　　布施　淳一　広島県健康福祉局健康対策課
　　　　政岡　　修　大竹市健康福祉部
　　　　松田　尚美　広島市健康福祉局保健部保健医療課
　　　　佐々木　博　広島市医師会
　　　　村田　克己　廿日市市福祉保健部
　　　　頼島　　敬　安佐医師会
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